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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考

冒頭部分冒頭部分冒頭部分冒頭部分

［ ］
（以下「事業者」という。）と神奈川県
企業庁水道局（以下「県企業庁」とい
う。）は、寒川浄水場排水処理施設寒川浄水場排水処理施設寒川浄水場排水処理施設寒川浄水場排水処理施設　　　　特特特特
定事業定事業定事業定事業（以下｢本件事業｣という。）に関
して、施設の設計･建設及び維持管理･運
営等に関する契約（以下「本契約」とい
う。）をここに締結する。事業者と県企
業庁は、本契約と共に、実施方針（入札
説明書において変更されたものは除
く。）、、、、実施方針等Ｑ＆Ａ、本件入札説明
書及び本件入札に対する質問及び回答書
(それぞれ以下に定義する。)、並びに本
件入札説明書に記載の県企業庁の指定す
る様式に従い作成され、入札時に提出し
た　入札書　、　提案書　及び設計図書
に定める事項が適用されることをここに
確認する。

第第第第1111章　用語の定義章　用語の定義章　用語の定義章　用語の定義

(定義)
第1条 本契約において使用する用語

の意義は、次のとおりとす
る。

(1) 「維持管理･運営期間」と
は、平成18年4月1日（以下
「本件引渡日」という。）か
ら平成38年3月31日までの期
間をいう。ただし、新設施設
について本件引渡日までに本
件工事が完了していることを
前提とする。

(2) 「維持管理･運営等業務」と
は、排水処理施設維持管理･
運営業務、脱水ケーキ再生利
用業務及び上澄水の返送業務
の総称をいう。

(3) 「汚泥」とは、寒川浄水場内
の沈澱池の底部に沈澱し濃縮
された細かな砂や泥を含む水
をいう。

(4) 「オペレーションマニュア「オペレーションマニュア「オペレーションマニュア「オペレーションマニュア
ル」とは、新設施設及び濃縮ル」とは、新設施設及び濃縮ル」とは、新設施設及び濃縮ル」とは、新設施設及び濃縮
施設の運転マニュアル施設の運転マニュアル施設の運転マニュアル施設の運転マニュアル（個別（個別（個別（個別
の機器及び施設全体の運転マの機器及び施設全体の運転マの機器及び施設全体の運転マの機器及び施設全体の運転マ
ニュアルをいう。また、そのニュアルをいう。また、そのニュアルをいう。また、そのニュアルをいう。また、その

                                                                            

［ ］
（以下「事業者」という。）と神奈川県
企業庁水道局（以下「県企業庁」とい
う。）は、寒川浄水場排水処理施設更新寒川浄水場排水処理施設更新寒川浄水場排水処理施設更新寒川浄水場排水処理施設更新
等事業等事業等事業等事業（以下｢本件事業｣という。）に関
して、施設の設計･建設及び維持管理･運
営等に関する契約（以下「本契約」とい
う。）をここに締結する。事業者と県企
業庁は、本契約と共に、実施方針（入札
説明書において変更されたものは除
く。） 実施方針等Ｑ＆Ａ、本件入札説明
書、本件入札に対する質問及び回答書(そ
れぞれ以下に定義する。)、並びに本件入
札説明書に記載の県企業庁の指定する様
式に従い作成され、入札時に提出した
「「「「入札書」」」」、「「「「提案書」」」」及び「「「「設計図書」」」」
に定める事項が適用されることをここに
確認する。

第第第第1111章　用語の定義章　用語の定義章　用語の定義章　用語の定義

(定義)
第1条 本契約において使用する用語

の意義は、次のとおりとす
る。

(1) 「維持管理･運営期間」と
は、平成18年4月1日（以下
「本件引渡日」という。）か
ら平成38年3月31日までの期
間をいう。ただし、新設施設
について本件引渡日までに本
件工事が完了していることを
前提とする。

(2) 「維持管理･運営等業務」と
は、排水処理施設維持管理･
運営業務、脱水ケーキ再生利
用業務及び上澄水の返送業務
の総称をいう。

(3) 「汚泥」とは、寒川浄水場内
の沈澱池の底部に沈澱し濃縮
された細かな砂や泥を含む水
をいう。

契約金額等を記
載した契約書を
追加する。

事業名の変更

誤植修正

定義に追加
以下号ずれ
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
後の修正を含む｡）その他の後の修正を含む｡）その他の後の修正を含む｡）その他の後の修正を含む｡）その他の
排水処理施設を維持管理･運排水処理施設を維持管理･運排水処理施設を維持管理･運排水処理施設を維持管理･運
営するために必要な一切の資営するために必要な一切の資営するために必要な一切の資営するために必要な一切の資
料をいう。料をいう。料をいう。料をいう。

(5) 「関係者協議会」とは、本件
事業に関して県企業庁と事業
者との間の協議を行うための
機関で、県企業庁及び事業者
により構成されるものをい
う。

(6) 「乾燥設備」とは、脱水機
により発生した脱水ケーキ
のののの含水率を含水率を含水率を含水率をさらにさらにさらにさらに低下さ
せ、容積を減少させるため
熱乾燥を行う設備で、当該
設備を構成する電気･機械･
計装設備等の一切を含むも
のをいう。

(7) 「管路」とは、濃縮槽及び
二次濃縮施設から脱水機棟
まで及び脱水機棟から総合
排泥池まで等構内の汚泥等
を送る連絡管で、当該管路
を構成する弁類･メータ及び
水管橋等の一切を含むもの
をいう。

(8) 「機器更新履歴「機器更新履歴「機器更新履歴「機器更新履歴・修繕履・修繕履・修繕履・修繕履
歴」とは、新設施設及び濃歴」とは、新設施設及び濃歴」とは、新設施設及び濃歴」とは、新設施設及び濃
縮施設に設置された機器、縮施設に設置された機器、縮施設に設置された機器、縮施設に設置された機器、
設備等の更新、修繕等に関設備等の更新、修繕等に関設備等の更新、修繕等に関設備等の更新、修繕等に関
する時期、内容等その他当する時期、内容等その他当する時期、内容等その他当する時期、内容等その他当
該機器、設備等を維持管該機器、設備等を維持管該機器、設備等を維持管該機器、設備等を維持管
理理理理・使用する上で必要と認・使用する上で必要と認・使用する上で必要と認・使用する上で必要と認
められる情報を記録した書められる情報を記録した書められる情報を記録した書められる情報を記録した書
類その他をいう。類その他をいう。類その他をいう。類その他をいう。

(9) 「既存管路」とは、現在使
用中の連絡管をいう。な
お、既存管路(送泥管及び返
送水管)の責任分界点は、次
のとおりとする。
寒川浄水場からの送泥管の責
任分界点については、総合排
泥池内の汚泥流入流量計の上
流（寒川浄水場側）における
直近の仕切弁とする。寒川浄
水場への返送水管の責任分界
点については、敷地内の汚泥
返送流量計の下流（寒川浄水
場側）における直近の仕切弁
とする。なお、いずれの仕切

(4) 「関係者協議会」とは、本件
事業に関して県企業庁と事業
者との間の協議を行うための
機関で、県企業庁及び事業者
により構成されるものをい
う。

(5) 「乾燥設備」とは、脱水機
により発生した脱水ケーキ
をさらに含水率ををさらに含水率ををさらに含水率ををさらに含水率を低下さ
せ、容積を減少させるため
熱乾燥を行う設備で、当該
設備を構成する電気･機械･
計装設備等の一切を含むも
のをいう。

(6) 「管路」とは、濃縮槽及び
二次濃縮施設から脱水機棟
まで及び脱水機棟から総合
排泥池まで等構内の汚泥等
を送る連絡管で、当該管路
を構成する弁類･メータ及び
水管橋等の一切を含むもの
をいう。

(7) 「既存管路」とは、現在使用
中の連絡管をいう。なお、既
存管路（送泥管及び返送水
管）の責任分界点は、次のと
おりとする。
寒川浄水場からの送泥管の責
任分界点については、総合排
泥池内の汚泥流入流量計の上
流（寒川浄水場側）における
直近の仕切弁とする。寒川浄
水場への返送水管の責任分界
点については、敷地内の汚泥
返送流量計の下流（寒川浄水
場側）における直近の仕切弁
とする。なお、いずれの仕切

文言の整理

定義に追加
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
弁も接合部を含め事業者の管
理とする。

(10) 「既存施設」とは、濃縮施設
及び既存脱水施設の総称を
いう。

（11） 「既存脱水施設」とは、既
存施設のうち新設施設の稼
動開始後に解体撤去する本
契約締結時に稼動中の脱水
施設（脱水設備、脱水機
棟、塩酸タンク、消石灰サ
イロ、ケーキヤード）をい
う。

(12) 「建設期間」とは、工事開始
日から平成18年3月31日まで
の期間をいう。

(13) 「現況調査報告書」とは、
「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」（昭和45年法
律第137号）第15条に基づ
き実施する生活環境影響調
査のうち、現況把握までの
調査結果（生活環境影響調（生活環境影響調（生活環境影響調（生活環境影響調
査業務委託報告書）査業務委託報告書）査業務委託報告書）査業務委託報告書）をい
う。

(14) 「工事開始日」とは、全体ス
ケジュール表において指定さ
れた本件工事を開始する日を
いう。

(15) ｢固形物発生量｣とは、汚泥を
乾燥(含水率０％)したときの
重量をいう。

(16) 「サービス購入料」とは、本
契約に基づく事業者の債務履
行に対し、県企業庁が一体と
して支払う対価をいう。

(17) 「再生利用」とは、汚泥を再
び製品の原材料等の有用物と
するため必要な処理を行い利
用することをいう。

(18) 「事業者」とは、県企業庁と
本契約を締結し、本件事業を
遂行する者をいう。

(19) 「事業年度」とは、毎年4月
1日から始まる1年間をい
う。

(20) 「修繕」とは、排水処理施設
の劣化した部分若しくは部材
又は低下した性能若しくは機
能を原状又は実用上支障のな

弁も接合部を含め事業者の管
理とする。

（8） 「既存施設」とは、濃縮施設
及び既存脱水施設の総称を
いう。

（9） 「既存脱水施設」とは、既
存施設のうち新設施設の稼
動開始後に解体撤去する本
契約締結時に稼動中の脱水
施設（脱水設備、脱水機
棟、塩酸タンク、消石灰サ
イロ、ケーキヤード）をい
う。

(10) 「建設期間」とは、工事開始
日から平成18年3月31日まで
の期間をいう。

(11) 「現況調査報告書」とは、
「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」（昭和45年法
律第137号）第15条に基づ
き実施する生活環境影響調
査のうち、現況把握までの
調査結果

                                                                         　　　　　　　　        をい
う。

(12) 「工事開始日」とは、全体ス
ケジュール表において指定さ
れた本件工事を開始する日を
いう。

(13) ｢固形物発生量｣とは、汚泥を
乾燥(含水率０％)したときの
重量をいう。

(14) 「サービス購入料」とは、本
契約に基づく事業者の債務履
行に対し、県企業庁が一体と
して支払う対価をいう。

(15) 「再生利用」とは、汚泥を再
び製品の原材料等の有用物と
するため必要な処理を行い利
用することをいう。

(16) 「事業者」とは、県企業庁と
本契約を締結し、本件事業を
遂行する者をいう。

(17) 「事業年度」とは、毎年4月
1日から始まる1年間をい
う。

(18) 「修繕」とは、排水処理施設
の劣化した部分若しくは部材
又は低下した性能若しくは機
能を原状又は実用上支障のな

正式な報告書名
を追加
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
い状態まで回復させることを
いう。

(21) 「周辺機器等」とは脱水機関
連補機で、当該補機を構成す
る電気･機械･計装設備等の一
切を含むものをいう。なお、
事業者の提案により汚泥の脱
水性向上のために加温設備等
を設置する場合は、当該設備
等を構成する電気･機械･計装
設備等の一切を含むものをい
う。

(22) 「上澄水」とは、濃縮のため
の沈澱操作により固形成分と
分離された清澄な水をいう。
本契約では、総合排泥池で処
理された上水をいう。上澄水
は総合排泥池に一時貯留され
た後、返送水管により寒川浄
水場へ返送される。

(23) 「受電設備」とは、電力会社
から高圧で電気を受電する設
備で、必要とする電圧に変電
し、各施設に供給するための
一切の関連機器等をいう。

(24) 「竣工図書」とは、本件工事
完成時に事業者が作成する別
紙2に記載する図書をいう。

(25) 「新設施設」とは、本契約及
び設計図書に基づき事業者が
設計、建設、維持管理及び運
営する脱水施設、管路及び受
電設備の総称をいう。

(26) 「新設施設の整備業務等」と
は、排水処理施設に関する以
下の業務をいう。

　　　ア　新設施設の設計及び建設
　　　イ　その他排水処理施設維持

管理･運営業務に必要な工
事 (濃縮施設の改造を含
む。)

　　　ウ　工事監理、各種許認可申
請等業務

(27) 「設計･建設期間」とは、本
契約の締結日から平成18年3
月31日までの期間をいう。

(28) 「設計図書」とは、「寒川浄寒川浄寒川浄寒川浄
水場排水処理施設特定事業水場排水処理施設特定事業水場排水処理施設特定事業水場排水処理施設特定事業業業業業
務要求水準書務要求水準書務要求水準書務要求水準書」（以下、「業務
要求水準書」という。）に基

い状態まで回復させることを
いう。

(19) 「周辺機器等」とは脱水機関
連補機で、当該補機を構成す
る電気･機械･計装設備等の一
切を含むものをいう。なお、
事業者の提案により汚泥の脱
水性向上のために加温設備等
を設置する場合は、当該設備
等を構成する電気･機械･計装
設備等の一切を含むものをい
う。

(20) 「上澄水」とは、濃縮のため
の沈澱操作により固形成分と
分離された清澄な水をいう。
本契約では、総合排泥池で処
理された上水をいう。上澄水
は総合排泥池に一時貯留され
た後、返送水管により寒川浄
水場へ返送される。

(21) 「受電設備」とは、電力会社
から高圧で電気を受電する設
備で、必要とする電圧に変電
し、各施設に供給するための
一切の関連機器等をいう。

(22) 「竣工図書」とは、本件工事
完成時に事業者が作成する別
紙２に記載する図書をいう。

(23) 「新設施設」とは、本契約及
び設計図書に基づき事業者が
設計、建設、維持管理及び運
営する脱水施設、管路及び受
電設備の総称をいう。

(24) 「新設施設の整備業務等」と
は、排水処理施設に関する以
下の業務をいう。

　　　ア　新設施設の設計及び建設
 　　　イ　その他排水処理施設維持

管理･運営業務に必要な工
事 (濃縮施設の改造を含
む。)

　　　ウ　工事監理、各種許認可申
請等業務

(25) 「設計･建設期間」とは、本
契約の締結日から平成18年3
月31日までの期間をいう。

(26) 「設計図書」とは、「寒川浄寒川浄寒川浄寒川浄
水場排水処理施設更新等事業水場排水処理施設更新等事業水場排水処理施設更新等事業水場排水処理施設更新等事業
業務要求水準書業務要求水準書業務要求水準書業務要求水準書」（以下、「業
務要求水準書」という。）に

事業名の変更に
伴う名称変更
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
づき、事業者が作成した別紙
2記載の図書その他の新設施
設についての設計に関する図
書（第13条に基づく設計図
書の変更部分を含む。）をい
う。

(29) 「総合排泥池」とは、送泥さ
れた汚泥を一時貯留するため
の池であり、重力沈降により
固液分離を行い、後続する濃
縮槽以降の処理につなげるた
めの施設（当該施設に係る電
気・機械・計装設備等の一切
を含む。）をいう｡

(30) 「送泥」とは、排泥池に設置
された送泥ポンプを用いてポ
ンプ圧送方式により汚泥を管
路を通じて排泥池から総合排
泥池まで送ることをいう。

(31) 「脱水機棟」とは、脱水設備
を納める建物で、当該建物に
附帯する電気･機械･衛生設備
等の一切を含むものをいう。

(32) 「脱水機」とは、汚泥を脱
水する機械。ここでは、脱
水機を構成する電気･機械･
計装設備等の一切を含むも
のをいう。

(33) 「脱水ケーキ再生利用業務」
とは排水処理施設に関する以
下の業務をいう。
ア　脱水ケーキ搬出業務
イ　脱水ケーキ再生利用業務
ウ　脱水ケーキ管理業務
（「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」(昭和45年
法律第137号)に基づく管
理業務）

(34) 「脱水ケーキ」とは、汚泥
を脱水処理した後に発生す
る固形物をいう。

(35) 「脱水施設」とは、脱水設
備及び脱水機棟の総称をい
う。

(36) 「脱水処理」とは、汚泥を
処分の容易な状態にするた
めに、汚泥の水分(含水率)
を減少させる処理をいう。

(37) 「脱水設備」とは、脱水
機、乾燥設備及び周辺機器

基づき、事業者が作成した別
紙2記載の図書その他の新設
施設についての設計に関する
図書（第13条に基づく設計
図書の変更部分を含む。）を
いう。

(27) 「総合排泥池」とは、送泥さ
れた汚泥を一時貯留するため
の池であり、重力沈降により
固液分離を行い、後続する濃
縮槽以降の処理につなげるた
めの施設（当該施設に係る電
気・機械・計装設備等の一切
を含む。）をいう｡

(28) 「送泥」とは、排泥池に設置
された送泥ポンプを用いてポ
ンプ圧送方式により汚泥を管
路を通じて排泥池から総合排
泥池まで送ることをいう。

(29) 「脱水機棟」とは、脱水設備
を納める建物で、当該建物に
附帯する電気･機械･衛生設備
等の一切を含むものをいう。

(30) 「脱水機」とは、汚泥を脱
水する機械。ここでは、脱
水機を構成する電気･機械･
計装設備等の一切を含むも
のをいう。

(31) 「脱水ケーキ再生利用業務」
とは排水処理施設に関する以
下の業務をいう。
ア　脱水ケーキ搬出業務
イ　脱水ケーキ再生利用業務
ウ   脱水ケーキ管理業務
（「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」(昭和45年
法律第137号)に基づく管
理業務）

(32) 「脱水ケーキ」とは、汚泥
を脱水処理した後に発生す
る固形物をいう。

 (33) 「脱水施設」とは、脱水設
備及び脱水機棟の総称をい
う。

(34)  「脱水処理」とは、汚泥を処
分の容易な状態にするため
に、汚泥の水分(含水率)を
減少させる処理をいう。

(35) 「脱水設備」とは、脱水
機、乾燥設備及び周辺機器
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
等の総称をいう｡

(38) 「中和槽」とは、既存脱水施
設のろ液及びろ布洗浄水を中
和するための池（当該施設に
係る電気・機械・計装設備等
の一切を含む。）をいう。中
和後の水はポンプ圧送（水位
自動運転）により総合排泥池
に送られる。なお、中和槽に
は二次濃縮施設からのろ液も
受入れている。

(39) 「提案書」とは、応募者が県
企業庁に提出した応募提案、
県企業庁からの質問に対する
回答書その他の応募者が本契
約締結までに提出した一切の
書類をいう。

(40) 「二次濃縮施設」とは、濃縮
槽からの沈降汚泥を加圧ろ過
によりさらに濃縮する機械類
及び当該機械類を納める建物
をいう。

(41) 「入札価格」とは、落札者と
された応募者が本件事業に関
し入札時に提示した額をい
う。

(42) 「濃縮施設」とは、汚泥の濃
度を高めるための一連の施設
で、総合排泥池、濃縮槽、中
和槽、二次濃縮施設、既存受
電設備及び既存管路の総称を
いう。

(43) 「濃縮槽」とは、総合排泥池
からの沈降汚泥を受け入れ、
これを一時貯留するための池
であり、圧密沈降により固液
分離を行い、後続する脱水処
理につなげるための施設（当
該施設に係る電気・機械・計
装設備等の一切を含む。）を
いう。

(44) 「排水処理施設」とは、濃縮
施設及び新設施設の総称であ
り、本契約及び設計図書に基
づき事業者が新設施設を建設
した後、事業者が本契約、業
務要求水準書、提案書及び維
持管理･運営仕様書に従い維
持管理･運営等業務を行う
「寒川浄水場排水処理施設」

等の総称をいう｡
(36) 「中和槽」とは、既存脱水施

設のろ液及びろ布洗浄水を中
和するための池（当該施設に
係る電気・機械・計装設備等
の一切を含む。）をいう。中
和後の水はポンプ圧送（水位
自動運転）により総合排泥池
に送られる。なお、中和槽に
は二次濃縮施設からのろ液も
受入れている。

(37) 「提案書」とは、応募者が県
企業庁に提出した応募提案、
県企業庁からの質問に対する
回答書その他の応募者が本契
約締結までに提出した一切の
書類をいう。

(38) 「二次濃縮施設」とは、濃縮
槽からの沈降汚泥を加圧ろ過
によりさらに濃縮する機械類
及び当該機械類を納める建物
をいう。

(39) 「入札価格」とは、落札者と
された応募者が本件事業に関
し入札時に提示した額をい
う。

(40) 「濃縮施設」とは、汚泥の濃
度を高めるための一連の施設
で、総合排泥池、濃縮槽、中
和槽、二次濃縮施設、既存受
電設備及び既存管路の総称を
いう。

(41) 「濃縮槽」とは、総合排泥池
からの沈降汚泥を受け入れ、
これを一時貯留するための池
であり、圧密沈降により固液
分離を行い、後続する脱水処
理につなげるための施設（当
該施設に係る電気・機械・計
装設備等の一切を含む。）を
いう。

(42) 「排水処理施設」とは、濃縮
施設及び新設施設の総称であ
り、本契約及び設計図書に基
づき事業者が新設施設を建設
した後、事業者が本契約、業
務要求水準書、提案書及び維
持管理･運営仕様書に従い維
持管理･運営等業務を行う
「寒川浄水場排水処理施設」
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
をいう。

(45) 「排水処理施設維持管理･運
営業務」とは、新設施設と濃
縮施設の性能等の現状をその
ままの状態に保ち、その機能
が充分発揮されるよう機構や
組織をはたらかせるための関
連業務の一切をいう（なお、
維持管理・運営業務には、清
掃、保守管理（点検、保守、
修理、交換、改良その他一切
の管理業務）の他、修繕及び
機器更新を含む。）。

(46) 「不可抗力」とは、県企業庁
及び事業者のいずれの責めに
も帰すことのできない事由を
意味し、暴風、豪雨、洪水、
高潮、地震、地滑り、落盤、
騒乱、暴動、第三者の行為そ
の他の自然的又は人為的な現
象のうち通常の予見可能な範
囲外のもの（本件入札説明書
及び設計図書で水準が定めら
れている場合にはその水準を
超えるものに限る。）又は通又は通又は通又は通
常の予見可能な範囲内であっ常の予見可能な範囲内であっ常の予見可能な範囲内であっ常の予見可能な範囲内であっ
ても回避可能性がないものても回避可能性がないものても回避可能性がないものても回避可能性がないものな
どをいう。ただし、「法令」
の変更は、「不可抗力」に含
まれないものとする。

(47) 「返送水」とは、返送水管に
より寒川浄水場に返送される
上澄水のことをいう。

(48) 「法令」とは、法律・命令・
条例・政令・省令・規則、若
しくは通達・行政指導・ガイ
ドライン、又は裁判所の判
決・決定・命令・仲裁判断、
若しくはその他公的機関の定
める一切の規定・判断・措置
等を指すものとする。

(49) 「本件建設業務提案書」と
は、応募者が本件事業の応募
に際し県企業庁へ提出した新
設施設の設計・建設業務に関
する提案書で、県企業庁の指
定する様式に従い作成された
書類（その添付書類を含む。
また、応募者による提出の
後、応募者又は事業者と県企

をいう。
(43) 「排水処理施設維持管理･運

営業務」とは、新設施設と濃
縮施設の性能等の現状をその
ままの状態に保ち、その機能
が充分発揮されるよう機構や
組織をはたらかせるための関
連業務の一切をいう（なお、
維持管理・運営業務には、清
掃、保守管理（点検、保守、
修理、交換、改良その他一切
の管理業務）の他、修繕及び
機器更新を含む。）。

(44) 「不可抗力」とは、県企業庁
及び事業者のいずれの責めに
も帰すことのできない事由を
意味し、暴風、豪雨、洪水、
高潮、地震、地滑り、落盤、
騒乱、暴動、第三者の行為そ
の他の自然的又は人為的な現
象のうち通常の予見可能な範
囲外のもの（本件入札説明書
及び設計図書で水準が定めら
れている場合にはその水準を
超えるものに限る。）

                                                                                                                            
                                                                                        　　　　                                な

どをいう。ただし、「法令」
の変更は、「不可抗力」に含
まれないものとする。

(45) 「返送水」とは、返送水管に
より寒川浄水場に返送される
上澄水のことをいう。

(46) 「法令」とは、法律・命令・
条例・政令・省令・規則、若
しくは通達・行政指導・ガイ
ドライン、又は裁判所の判
決・決定・命令・仲裁判断、
若しくはその他公的機関の定
める一切の規定・判断・措置
等を指すものとする。

(47) 「本件建設業務提案書」と
は、応募者が本件事業の応募
に際し県企業庁へ提出した新
設施設の設計・建設業務に関
する提案書で、県企業庁の指
定する様式に従い作成された
書類（その添付書類を含む。
また、応募者による提出の
後、応募者又は事業者と県企

不可抗力の定義
を明確化するた
めに追加
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
業庁との間の交渉に基づき変
更及び修正が行われた場合に
は、かかる変更及び修正を含
む。）をいう。

(50) 「本件工事」とは、本件事業
に関し設計図書に従った新設
施設の建設工事その他の新設
施設の整備業務等に基づく業
務をいう。

(51) 「本件工事費等」とは、本契
約にて定める本件工事にかか
る工事費及び事業者の開業に
伴う費用（各種調査費用を含
み、支払利息を除く。み、支払利息を除く。み、支払利息を除く。み、支払利息を除く。）をい
う。

(52)「本件事業」とは、事業者の行
う排水処理施設に係る次の業務
をいう。

　　　ア　新設施設の整備業務等
　　　イ　排水処理施設維持管理･運

営業務
　　　ウ　脱水ケーキ再生利用業務
　　　エ　上澄水の返送業務
(53) 「本件土地」とは、別紙1の

寒川浄水場排水処理施設配置
図において特定された新設施
設の設置及び排水処理施設の
維持管理・運営を履行する場
所をいう。

(54) 「本件入札説明書」とは、本
件事業に関し平成15年４月
11日に公表された入札説明
書本編及び付属資料（業務要
求水準書、落札者決定基準、
様式集等）をいう。

(55) 「本件入札に対する質問及び
回答書」とは、本件入札説明
書の公表後に受け付けられた
質問及びこれに対する県企業
庁の回答を記載した書面をい
う。

(56) 「無薬注方式」とは、汚泥を
脱水処理する際に、消石灰や
高分子凝集剤などの薬品を添
加せず、汚泥をそのまま脱水
処理する方式をいう。

第第第第2222章　総則章　総則章　総則章　総則

(目的)

業庁との間の交渉に基づき変
更及び修正が行われた場合に
は、かかる変更及び修正を含
む。）をいう。

(48) 「本件工事」とは、本件事業
に関し設計図書に従った新設
施設の建設工事その他の新設
施設の整備業務等に基づく業
務をいう。

(49) 「本件工事費等」とは、本契
約にて定める本件工事にかか
る工事費及び事業者の開業に
伴う費用（各種調査費用を含
む。む。む。む。                        　　　　                            ）をい
う。

(50) 「本件事業」とは、事業者
の行う排水処理施設に係る
次の業務をいう。

　　　ア　新設施設の整備業務等
　　　イ　排水処理施設維持管理･運

営業務
　　　ウ　脱水ケーキ再生利用業務
　　　エ　上澄水の返送業務
(51) 「本件土地」とは、別紙1の

寒川浄水場排水処理施設配置
図において特定された新設施
設の設置及び排水処理施設の
維持管理・運営を履行する場
所をいう。

(52) 「本件入札説明書」とは、本
件事業に関し平成15年●月
●日に公表された入札説明書
本編及び付属資料（業務要求
水準書、落札者決定基準、様
式集等）をいう。

(53) 「本件入札に対する質問及び
回答書」とは、本件入札説明
書の公表後に受け付けられた
質問及びこれに対する県企業
庁の回答を記載した書面をい
う。

(54) 「無薬注方式」とは、汚泥を脱
水処理する際に、消石灰や高
分子凝集剤などの薬品を添加
せず、汚泥をそのまま脱水処
理する方式をいう。

第第第第2222章　総則章　総則章　総則章　総則

(目的)

利息の取扱いを
明確化
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
第2条 本契約は、県企業庁及び事業

者が相互に協力し、本件事業
を円滑に実施するために必要
な一切の事項を定めることを
目的とする。

(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本件事業が水道施

設（浄水場排水処理施設）と
しての公共性を有することを
十分理解し、本件事業の実施
にあたっては、その趣旨を尊
重するものとする｡

    2 県企業庁は、本件事業が民間
事業者によって実施されるこ
とを十分理解し、その趣旨を
尊重するものとする｡

(本件事業の概要)
第4条 事業者は、本件土地にににによりよりよりより、、、、

　　　　事業者の費用負担におい
て、本契約で定めるところ
に従い設計･建設した新設施
設の所有権を県企業庁に移
転するとともに、平成38年3
月31日までの期間、維持管
理･運営等業務を行う。

(事業者の資金調達)
第5条 本件事業の実施に関する一切

の費用は、本契約で特段の規
定がある場合を除きすべて事
業者が負担する。また、また、また、また、本件
事業に関する事業者の資金調
達はすべて事業者の責任にお
いて行う｡

     2     事業者は、財政上及び金融上
の支援が適用されるよう努力
するものとする｡事業者は、
かかる支援が適用される場合
には、これを県企業庁が事業
者に対して支払うサービス購
入料の軽減に充当するべく、
県企業庁と協議する｡

(事業者)
第6条 事業者は、本件事業の遂行を

目的として「商法」（明治（明治（明治（明治32323232
年法律第年法律第年法律第年法律第48484848号）号）号）号）の規定に基
づき設立される株式会社と

第2条 本契約は、県企業庁及び事業
者が相互に協力し、本件事業
を円滑に実施するために必要
な一切の事項を定めることを
目的とする。

(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本件事業が水道施

設（浄水場排水処理施設）と
しての公共性を有することを
十分理解し、本件事業の実施
にあたっては、その趣旨を尊
重するものとする｡

     2　   県企業庁は、本件事業が民間
事業者によって実施されるこ
とを十分理解し、その趣旨を
尊重するものとする｡

(本件事業の概要)
第4条 事業者は、本件土地においにおいにおいにおい

て、て、て、て、事業者の費用負担におい
て、本契約で定めるところに
従い設計･建設した新設施設
の所有権を県企業庁に移転す
るとともに、平成38年3月31
日までの期間、維持管理･運
営等業務を行う。

(事業者の資金調達)
第5条 本件事業の実施に関する一切

の費用は、本契約で特段の規
定がある場合を除きすべて事
業者が負担する。　　　　　　　　　　　　本件
事業に関する事業者の資金調
達はすべて事業者の責任にお
いて行う｡

      2     事業者は、財政上及び金融
上の支援が適用されるよう努
力するものとする｡事業者
は、かかる支援が適用される
場合には、これを県企業庁が
事業者に対して支払うサービ
ス購入料の軽減に充当するべ
く、県企業庁と協議する｡

(事業者)
第6条 事業者は、本件事業の遂行を

目的として商法                                             
                                                                        の規定に基

づき設立される株式会社と

文言の整理

文言の整理

文言の整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
し、本店所在地は神奈川県内
に置くものとする。

     2   事業者は、維持管理・運営期間
の終了後にあっても、契約期
間中に発生したすべての脱水
ケーキの再生利用が完了する
まで解散することはできな
い。ただし、県企業庁が事前
に承諾した場合はこの限りで
はない。

(関係者協議会)
第7条 県企業庁及び事業者は、本件

事業に関する協議を行うこと
を目的とした、県企業庁及び
事業者により構成する関係者
協議会を設置するものとす
る｡

(建設用地及び用地使用)
第8条 新設施設の建設用地は、神奈

川県高座郡寒川町宮山4058番
6他(寒川浄水場寒川浄水場寒川浄水場寒川浄水場　　　　内内内内)とする。
県企業庁は、事業者が、工事県企業庁は、事業者が、工事県企業庁は、事業者が、工事県企業庁は、事業者が、工事
開始日に速やかに本件工事に開始日に速やかに本件工事に開始日に速やかに本件工事に開始日に速やかに本件工事に
着手できるように、工事開始着手できるように、工事開始着手できるように、工事開始着手できるように、工事開始
日をもって、建設用地を事業日をもって、建設用地を事業日をもって、建設用地を事業日をもって、建設用地を事業
者に提供する｡建設期間中の者に提供する｡建設期間中の者に提供する｡建設期間中の者に提供する｡建設期間中の
建設用地の管理は事業者が善建設用地の管理は事業者が善建設用地の管理は事業者が善建設用地の管理は事業者が善
良な管理者の注意義務をもっ良な管理者の注意義務をもっ良な管理者の注意義務をもっ良な管理者の注意義務をもっ
て行う｡て行う｡て行う｡て行う｡

2   事業者は、排水処理施設及び排水処理施設及び排水処理施設及び排水処理施設及び
その敷地を本件事業実施のたその敷地を本件事業実施のたその敷地を本件事業実施のたその敷地を本件事業実施のた
め占用して使用できるほか、め占用して使用できるほか、め占用して使用できるほか、め占用して使用できるほか、
本件事業を実施する上で必要
な範囲において、別紙１にお
いて特定される県企業庁の管
理に係る通路部分について通
行及び地中部分における管路
の設置などの合理的な使用が
できる。

（許認可、届出等）
第9条 本契約上の義務を履行するた

めに必要な一切の許認可は、
事業者がその責任及び費用に
おいて取得・維持し、また、
必要な一切の届出についても
事業者がその責任及び費用に
おいて提供するものとする。

し、本店所在地は神奈川県内
            に置くものとする。
     2     事業者は、維持管理・運営期

間の終了後にあっても、契約
期間中に発生したすべての脱
水ケーキの再生利用が完了す
るまで解散することはできな
い。ただし、県企業庁が事前
に承諾した場合はこの限りで
はない。

(関係者協議会)
第7条 県企業庁及び事業者は、本件

事業に関する協議を行うこと
を目的とした、県企業庁及び
事業者により構成する関係者
協議会を設置するものとす
る｡

(建設用地及び用地使用)
第8条 新設施設の建設用地は、神奈

川県高座郡寒川町宮山4058
番６他(寒川浄水場場内寒川浄水場場内寒川浄水場場内寒川浄水場場内)とす
る。建設期間中の建設用地の建設期間中の建設用地の建設期間中の建設用地の建設期間中の建設用地の
管理は事業者が善良な管理者管理は事業者が善良な管理者管理は事業者が善良な管理者管理は事業者が善良な管理者
の注意義務をもって行う｡県の注意義務をもって行う｡県の注意義務をもって行う｡県の注意義務をもって行う｡県
企業庁は、事業者が、工事開企業庁は、事業者が、工事開企業庁は、事業者が、工事開企業庁は、事業者が、工事開
始日に速やかに本件工事に着始日に速やかに本件工事に着始日に速やかに本件工事に着始日に速やかに本件工事に着
手できるように、工事開始日手できるように、工事開始日手できるように、工事開始日手できるように、工事開始日
をもって、建設用地を事業者をもって、建設用地を事業者をもって、建設用地を事業者をもって、建設用地を事業者
に提供する｡に提供する｡に提供する｡に提供する｡

2 事業者は、
                                                                                                                                
                                                                                                                                
            本件事業を実施する上で必要

な範囲において、別紙１にお
いて特定される県企業庁の管
理に係る通路部分について通
行及び地中部分における管路
の設置などの合理的な使用が
できる。

（許認可、届出等）
第9条 本契約上の義務を履行するた

めに必要な一切の許認可は、
事業者がその責任及び費用に
おいて取得・維持し、また、
必要な一切の届出についても
事業者がその責任及び費用に
おいて提供するものとする。

表現を時系列に
整理

事業者が排水処
理施設を使用で
きる権限を明確
化
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
ただし、県企業庁が取得・維
持すべき許認可及び県企業庁
が提供すべき届出はこの限り
でない。

2    事業者は、前項の許認可等の
申請に際しては、県企業庁に
書面による事前説明及び事後
報告を行う。

3    県企業庁は、事業者からの要
請がある場合は、事業者によ
る許認可の取得、届出等に必
要な資料の提供その他につい
て協力をするものとする。

4    事業者は、県企業庁からの要
請がある場合は、県企業庁に
よる許認可の取得、届出及び
その維持等に必要な資料の提
供その他について協力する。

（地下埋設物）
第10条 県企業庁は、建設用地の地下

埋設物（旧第一浄水場の遺
構）を撤去し、整地する。

  2    県企業庁は、建設用地及び既
存施設敷地において、地下埋
設物等により発生する合理的
な追加費用及び損害を負担す
る。事業者は、当該増加費用
及び損害の発生及び拡大を阻
止あるいは低減するよう最大
限の努力をしなければならな
い。

3    第１項に定める撤去・整地工
事が遅延することが明らかに
なった場合、県企業庁は速や
かに事業者に通知し、関係者
協議会においてその対応につ
いて協議を行う。県企業庁の
当該工事の遅延に起因して建
設用地の事業者への引渡しが
遅延した場合で、事業者に増
加費用又は損害が生じたとき
は、県企業庁は合理的な費用
及び損害を負担する。

第3章　新設施設の設計

（全体スケジュール表）
第11条 事業者は、本件引渡日までの

設計、建設及び許認可取得時

ただし、県企業庁が取得・維
持すべき許認可及び県企業庁
が提供すべき届出はこの限り
でない。

      2　  事業者は、前項の許認可等の
申請に際しては、県企業庁に
書面による事前説明及び事後
報告を行う。

      3　  県企業庁は、事業者からの要
請がある場合は、事業者によ
る許認可の取得、届出等に必
要な資料の提供その他につい
て協力をするものとする。

      4　  事業者は、県企業庁からの要
請がある場合は、県企業庁に
よる許認可の取得、届出及び

           その維持等に必要な資料の提
供その他について協力する。

（地下埋設物）
第10条   県企業庁は、建設用地の地下

埋設物（旧第一浄水場の遺
構）を撤去し、整地する。

      2    県企業庁は、建設用地及び既
存施設敷地において、地下埋
設物等により発生する合理的
な追加費用及び損害を負担す
る。事業者は、当該増加費用
及び損害の発生及び拡大を阻
止あるいは低減するよう最大
限の努力をしなければならな
い。

3　 第１項に定める撤去・整地
工事が遅延することが明らか
になった場合、県企業庁は速
やかに事業者に通知し、関係
者協議会においてその対応に
ついて協議を行う。県企業庁
の当該工事の遅延に起因して
建設用地の事業者への引渡し
が遅延した場合で、事業者に
増加費用又は損害が生じたと
きは、県企業庁は合理的な費
用及び損害を負担する。

第3章　新設施設の設計

（全体スケジュール表）
第11条 事業者は、本件引渡日までの

設計、建設及び許認可取得時
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
期等を含む全体スケジュール
表を、本契約締結以後、速や
かに県企業庁に提出する。

（新設施設の設計）
第12条 事業者は、提案書に記載され

た内容を満たす範囲内におい
て、自らの責任において新設
施設の設計を行う。事業者
は、設計に関する一切の責任
（設計上の不備及び瑕疵並び
に事業者による設計の変更か
ら発生する増加費用を含
む。）を負担する。

2   事業者は、全体スケジュール
表に基づき、設計に着手する
21日前までに、県企業庁に
対してその旨の書面を提出
し、かつ、県企業庁の書面に
よる承諾を得た場合には、当
該設計の全部又は一部を第三
者に委託することができる。
なお、かかる通知後14日以
内に県企業庁から特段の通知
がない場合は、県企業庁が承
諾したものとみなす。

3   事業者は、全体スケジュール
表に基づき、設計完了時に別
紙2記載の設計図書その他の
図書を県企業庁に提出する。

4   県企業庁は、前項に基づき設
計図書を事業者から受領した
ことを理由として、新設施設
の設計及び建設の全部又は一
部について責任を負担するも
のではない。

5   第2項に基づく、受託者の使
用は、すべて事業者の責任に
おいて行うものとし、受託者
の責めに帰すべき事由は、そ
の原因及び結果のいかんを問
わず、事業者の責めに帰すべ
き事由とみなす。

6   受託者に関する何らかの紛争
等に起因して本件工事が遅延
した場合において、県企業庁
又は事業者が負担することと
なる増加費用及び損害につい
ては、すべて事業者が負担す
るものとする。

期等を含む全体スケジュール
表を、本契約締結以後、速や
かに県企業庁に提出する。

（新設施設の設計）
第12条 事業者は、提案書に記載され

た内容を満たす範囲内におい
て、自らの責任において新設
施設の設計を行う。事業者
は、設計に関する一切の責任
（設計上の不備及び瑕疵並び
に事業者による設計の変更か
ら発生する増加費用を含
む。）を負担する。

      2　  事業者は、全体スケジュール
表に基づき、設計に着手する
21日前までに、県企業庁に
対してその旨の書面を提出
し、かつ、県企業庁の書面に
よる承諾を得た場合には、当
該設計の全部又は一部を第三
者に委託することができる。
なお、かかる通知後14日以
内に県企業庁から特段の通知
がない場合は、県企業庁が承
諾したものとみなす。

      3　  事業者は、全体スケジュール
表に基づき、設計完了時に別
紙2記載の設計図書その他の
図書を県企業庁に提出する。

      4　  県企業庁は、前項に基づき設
計図書を事業者から受領した
ことを理由として、新設施設
の設計及び建設の全部又は一
部について責任を負担するも
のではない。

      5　  第2項に基づく、受託者の使
用は、すべて事業者の責任に
おいて行うものとし、受託者
の責めに帰すべき事由は、そ
の原因及び結果のいかんを問
わず、事業者の責めに帰すべ
き事由とみなす。

      6　  受託者に関する何らかの紛争
等に起因して本件工事が遅延
した場合において、県企業庁
又は事業者が負担することと
なる増加費用及び損害につい
ては、すべて事業者が負担す
るものとする。
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考

（設計図書の変更）
第13条 県企業庁は、本件工事開始前

及び工事中において必要があ
ると認めるときは、事業者に
対して変更内容を記載した書
面を交付して、新設施設の設
計図書の変更を求めることが
できる。事業者は、県企業庁
から当該書面を受領した後
14日以内に、県企業庁に対
してかかる設計図書の変更に
伴い発生する費用、工期又は
工程の変更の有無等の検討結
果を記載した書面を提出しな
ければならない。

2 県企業庁は、自らの要求に基
づき新設施設の設計図書を変
更することにより、事業者に
合理的な増加費用が発生する
ときは、その増加費用を負担
する。ただし、県企業庁は、
本件工事費等を増額すべき場
合又は費用を負担すべき場合
において、特別の理由がある
ときは、本件工事費等の増額
又は費用の全部若しくは一部
の負担に代えて設計図書を変
更することができる。この場
合において、設計図書の変更
の内容は、関係者協議会にお
いて協議の上、これを定め
る。ただし、かかる協議が整
わない場合には、県企業庁が
合理的な変更内容を定め、事
業者に通知する。県企業庁及
び事業者は、関係者協議会に
おいて、その支払条件等につ
いて協議するものとする。

3 事業者事業者事業者事業者は、県企業庁の承諾を
得た場合を除き、設計図書の
変更を行うことはできない。

4 事業者事業者事業者事業者が県企業庁の承諾を得
て、事業者の請求により設計
図書の変更を行う場合、当該
変更により事業者に増加費用
が生じたときは、事業者がそ
の増加費用を負担するものと
する。

5 事業者が県企業庁の請求によ

（設計図書の変更）
第13条 県企業庁は、本件工事開始前

及び工事中において必要があ
ると認めるときは、事業者に
対して変更内容を記載した書
面を交付して、新設施設の設
計図書の変更を求めることが
できる。事業者は、県企業庁
から当該書面を受領した後
14日以内に、県企業庁に対
してかかる設計図書の変更に
伴い発生する費用、工期又は
工程の変更の有無等の検討結
果を記載した書面を提出しな
ければならない。

2 企業庁は、自らの要求に基づ
き新設施設の設計図書を変更
することにより、事業者に合
理的な増加費用が発生すると
きは、その増加費用を負担す
る。ただし、県企業庁は、本
件工事費等を増額すべき場合
又は費用を負担すべき場合に
おいて、特別の理由があると
きは、本件工事費等の増額又
は費用の全部若しくは一部の
負担に代えて設計図書を変更
することができる。この場合
において、設計図書の変更の
内容は、関係者協議会におい
て協議の上、これを定める。
ただし、かかる協議が整わな
い場合には、県企業庁が合理
的な変更内容を定め、事業者
に通知する。県企業庁及び事
業者は、関係者協議会におい
て、その支払条件等について
協議するものとする。

3 業者業者業者業者は、県企業庁の承諾を得
た場合を除き、設計図書の変
更を行うことはできない。

4 業者業者業者業者が県企業庁の承諾を得
て、事業者の請求により設計
図書の変更を行う場合、当該
変更により事業者に増加費用
が生じたときは、事業者がそ
の増加費用を負担するものと
する。

5 事業者が県企業庁の請求によ

誤植修正

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
り、又は県企業庁の承諾を得
て設計図書の変更を行う場
合、当該変更により設計・建
設に係る費用が減少したとき
には、県企業庁は第48条に
基づき県企業庁が事業者に支
払うサービス購入料のうち本
件工事費等の減少額相当分を
同額減少させることができ
る。

6 事業者が県企業庁の請求によ
り、又は県企業庁の承諾を得
て設計図書の変更を行う場
合、当該変更により維持管
理・運営に係る費用が減少し
たときには、関係者協議会に
おいて協議の上、県企業庁は
第48条に基づき県企業庁が
事業者に支払うサービス購入
料のうち維持管理・運営費用
の減少額相当分を同額減少さ
せることができる。

        
（設計図書及び竣工図書等等等等の著作権）
第14条 県企業庁は、設計図書及び竣県企業庁は、設計図書及び竣県企業庁は、設計図書及び竣県企業庁は、設計図書及び竣

工図書その他本契約に関して工図書その他本契約に関して工図書その他本契約に関して工図書その他本契約に関して
県企業庁の要求に県企業庁の要求に県企業庁の要求に県企業庁の要求に基づき作成基づき作成基づき作成基づき作成
される一切の書類される一切の書類される一切の書類される一切の書類（以下（以下（以下（以下「設「設「設「設
計図書等」という。）につい計図書等」という。）につい計図書等」という。）につい計図書等」という。）につい
て、県企業庁の裁量により利て、県企業庁の裁量により利て、県企業庁の裁量により利て、県企業庁の裁量により利
用する権利及び権限を有する用する権利及び権限を有する用する権利及び権限を有する用する権利及び権限を有する
ものとし、その利用の権利及ものとし、その利用の権利及ものとし、その利用の権利及ものとし、その利用の権利及
び権限は、本契約の終び権限は、本契約の終び権限は、本契約の終び権限は、本契約の終了後も了後も了後も了後も
存続するものとする。存続するものとする。存続するものとする。存続するものとする。

２２２２            前項の設計図書等が前項の設計図書等が前項の設計図書等が前項の設計図書等が「著作「著作「著作「著作
権法」権法」権法」権法」（昭和（昭和（昭和（昭和45454545年法律第年法律第年法律第年法律第 48484848

号）第２条第１項第１号に定号）第２条第１項第１号に定号）第２条第１項第１号に定号）第２条第１項第１号に定
める著作物に該当する場合にめる著作物に該当する場合にめる著作物に該当する場合にめる著作物に該当する場合に
は、著作権法第２章及び第３は、著作権法第２章及び第３は、著作権法第２章及び第３は、著作権法第２章及び第３
章に規定する著作者の権利の章に規定する著作者の権利の章に規定する著作者の権利の章に規定する著作者の権利の
帰属は、著作権法の定めると帰属は、著作権法の定めると帰属は、著作権法の定めると帰属は、著作権法の定めると
ころによる。ころによる。ころによる。ころによる。

    ３３３３            事業者は、県企業庁が設計事業者は、県企業庁が設計事業者は、県企業庁が設計事業者は、県企業庁が設計
図書等を次の各号に掲げると図書等を次の各号に掲げると図書等を次の各号に掲げると図書等を次の各号に掲げると
ころにより利用をすることがころにより利用をすることがころにより利用をすることがころにより利用をすることが
できるようにしなければならできるようにしなければならできるようにしなければならできるようにしなければなら
ず、自ら又は著作権者ず、自ら又は著作権者ず、自ら又は著作権者ず、自ら又は著作権者（県企（県企（県企（県企
業庁を除く。以下本条におい業庁を除く。以下本条におい業庁を除く。以下本条におい業庁を除く。以下本条におい
て同じ。）をして、著作権法て同じ。）をして、著作権法て同じ。）をして、著作権法て同じ。）をして、著作権法
第第第第19191919条第１項又は第条第１項又は第条第１項又は第条第１項又は第20202020条第１条第１条第１条第１

り、又は県企業庁の承諾を得
て設計図書の変更を行う場
合、当該変更により設計・建
設に係る費用が減少したとき
には、県企業庁は第48条に
基づき県企業庁が事業者に支
払うサービス購入料のうち本
件工事費等の減少額相当分を
同額減少させることができ
る。

6 事業者が県企業庁の請求によ
り、又は県企業庁の承諾を得
て設計図書の変更を行う場
合、当該変更により維持管
理・運営に係る費用が減少し
たときには、関係者協議会に
おいて協議の上、県企業庁は
第48条に基づき県企業庁が
事業者に支払うサービス購入
料のうち維持管理・運営費用
の減少額相当分を同額減少さ
せることができる。

        
（設計図書及び竣工図書  の著作権）
第14条 事業者は、新設施設の設計図事業者は、新設施設の設計図事業者は、新設施設の設計図事業者は、新設施設の設計図

書及び竣工図書を県企業庁が書及び竣工図書を県企業庁が書及び竣工図書を県企業庁が書及び竣工図書を県企業庁が
本件事業のために自由に利用本件事業のために自由に利用本件事業のために自由に利用本件事業のために自由に利用
（複製、頒布、展示、改変、（複製、頒布、展示、改変、（複製、頒布、展示、改変、（複製、頒布、展示、改変、
翻案その他一切の利用を含翻案その他一切の利用を含翻案その他一切の利用を含翻案その他一切の利用を含
む。）できるように必要な措む。）できるように必要な措む。）できるように必要な措む。）できるように必要な措
置をとるものとする。置をとるものとする。置をとるものとする。置をとるものとする。

2222                        事業者は、新設施設の設計図事業者は、新設施設の設計図事業者は、新設施設の設計図事業者は、新設施設の設計図
書及び竣工図書の著作権を保書及び竣工図書の著作権を保書及び竣工図書の著作権を保書及び竣工図書の著作権を保
持するために、必要な措置を持するために、必要な措置を持するために、必要な措置を持するために、必要な措置を
とるものとする。とるものとする。とるものとする。とるものとする。

著作権に関する
規定の見直し
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
項に定める権利を行使し又は項に定める権利を行使し又は項に定める権利を行使し又は項に定める権利を行使し又は
させてはならない。させてはならない。させてはならない。させてはならない。
（１）　成果物又は新設施設（１）　成果物又は新設施設（１）　成果物又は新設施設（１）　成果物又は新設施設

の内容を公表するこの内容を公表するこの内容を公表するこの内容を公表するこ
と。と。と。と。

（２）　新設施設の完成、増（２）　新設施設の完成、増（２）　新設施設の完成、増（２）　新設施設の完成、増
築、改築、修繕等のた築、改築、修繕等のた築、改築、修繕等のた築、改築、修繕等のた
めに必要な範囲で、県めに必要な範囲で、県めに必要な範囲で、県めに必要な範囲で、県
企業庁及び県企業庁の企業庁及び県企業庁の企業庁及び県企業庁の企業庁及び県企業庁の
委託する第三者をして委託する第三者をして委託する第三者をして委託する第三者をして
複製、頒布、展示、改複製、頒布、展示、改複製、頒布、展示、改複製、頒布、展示、改
変、翻案その他の修正変、翻案その他の修正変、翻案その他の修正変、翻案その他の修正
をすること。をすること。をすること。をすること。

（３）　新設施設を写真、模（３）　新設施設を写真、模（３）　新設施設を写真、模（３）　新設施設を写真、模
型、絵画その他の媒体型、絵画その他の媒体型、絵画その他の媒体型、絵画その他の媒体
により表現すること。により表現すること。により表現すること。により表現すること。

（４）　新設施設を増築し、（４）　新設施設を増築し、（４）　新設施設を増築し、（４）　新設施設を増築し、
改築し、修繕若しくは改築し、修繕若しくは改築し、修繕若しくは改築し、修繕若しくは
模様替えにより改変模様替えにより改変模様替えにより改変模様替えにより改変
し、又は取り壊すこし、又は取り壊すこし、又は取り壊すこし、又は取り壊すこ
と。と。と。と。

４　４　４　４　                                            事業者は、自ら又は事業者は、自ら又は事業者は、自ら又は事業者は、自ら又は
著作権者をして、次の各号に著作権者をして、次の各号に著作権者をして、次の各号に著作権者をして、次の各号に
掲げる行為をし又はさせては掲げる行為をし又はさせては掲げる行為をし又はさせては掲げる行為をし又はさせては
ならない。ただし、あらかじならない。ただし、あらかじならない。ただし、あらかじならない。ただし、あらかじ
め県企業庁の承諾を得た場合め県企業庁の承諾を得た場合め県企業庁の承諾を得た場合め県企業庁の承諾を得た場合
は、この限りでない。は、この限りでない。は、この限りでない。は、この限りでない。
（１）　第２項の著作物に係（１）　第２項の著作物に係（１）　第２項の著作物に係（１）　第２項の著作物に係

る著作権を第三者に譲る著作権を第三者に譲る著作権を第三者に譲る著作権を第三者に譲
渡し、又は承継させる渡し、又は承継させる渡し、又は承継させる渡し、又は承継させる
こと。こと。こと。こと。

（２）　第１項に掲げるもの（２）　第１項に掲げるもの（２）　第１項に掲げるもの（２）　第１項に掲げるもの
及び新設施設の内容を及び新設施設の内容を及び新設施設の内容を及び新設施設の内容を
公表すること。公表すること。公表すること。公表すること。

（３）　新設施設に事業者の（３）　新設施設に事業者の（３）　新設施設に事業者の（３）　新設施設に事業者の
実名又は変名を表示す実名又は変名を表示す実名又は変名を表示す実名又は変名を表示す
ること。ること。ること。ること。

５５５５            事業者は、その作成する成事業者は、その作成する成事業者は、その作成する成事業者は、その作成する成
果物及び関係書類が、第三者果物及び関係書類が、第三者果物及び関係書類が、第三者果物及び関係書類が、第三者
の有する著作権を侵害するもの有する著作権を侵害するもの有する著作権を侵害するもの有する著作権を侵害するも
のではないことを県企業庁にのではないことを県企業庁にのではないことを県企業庁にのではないことを県企業庁に
対して保証する。対して保証する。対して保証する。対して保証する。

６６６６            事業者は、その作成する成事業者は、その作成する成事業者は、その作成する成事業者は、その作成する成
果物及び関係書類が、第三者果物及び関係書類が、第三者果物及び関係書類が、第三者果物及び関係書類が、第三者
の有する著作権を侵害し、第の有する著作権を侵害し、第の有する著作権を侵害し、第の有する著作権を侵害し、第
三者に対してその損害の賠償三者に対してその損害の賠償三者に対してその損害の賠償三者に対してその損害の賠償
を行い、又は必要な措置を講を行い、又は必要な措置を講を行い、又は必要な措置を講を行い、又は必要な措置を講
じなければならないときは、じなければならないときは、じなければならないときは、じなければならないときは、
事業者がその賠償額を負担事業者がその賠償額を負担事業者がその賠償額を負担事業者がその賠償額を負担
し、又は必要な措置を講ずるし、又は必要な措置を講ずるし、又は必要な措置を講ずるし、又は必要な措置を講ずる
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

第4章　新設施設の建設

第１節　総則第１節　総則第１節　総則第１節　総則
（新設施設の建設）
第15条 事業者は、全体スケジュール

表の日程に従い本件工事を建
設期間内に完成の上、新設施
設を県企業庁に引き渡し、そ
の所有権を県企業庁へ移転す
るものとする。県企業庁は、
事業者から新設施設の引き渡
しを受け、新設施設の所有権
の移転を受けた場合、事業者
に対し新設施設を占有及び使
用させるものとする。

2 新設施設の施工方法その他の
本件工事のために必要な一切
の手段は、事業者がその責任
において定める。

（施工計画書等）
第16条 事業者は、新設施設に関し性能

確保の方法を明記した施工計
画書を全体スケジュール表に
記載された日程に従って県企
業庁に提出する。

2 事業者は、全体スケジュール
表に記載された日程に従って
詳細な工事工程表（月間工程
表及び週間工程表）を作成し
県企業庁に提出する。県企業
庁に提出した工事工程表に変
更が生じた場合は速やかに県
企業庁に通知し、承諾を得る
ものとする。

3 事業者は、工事現場に常に工
事記録を整備し、県企業庁県企業庁県企業庁県企業庁の
要求があった際には速やかに
開示する。

（建設期間中の第三者の使用）
第17条 　　事業者は、本件工事に着手

する２１日前までに、県企業
庁に対して本件工事の施行の
全部又は一部を第三者に請け
負わせる旨の書面を提出し、
かつ、県企業庁の書面による
承認を得た場合には、本件工

第4章　新設施設の建設

第１節　総則第１節　総則第１節　総則第１節　総則
（新設施設の建設）
第15条 事業者は、全体スケジュール

表の日程に従い本件工事を建
設期間内に完成の上、新設施
設を県企業庁に引き渡し、そ
の所有権を県企業庁へ移転す
るものとする。県企業庁は、
事業者から新設施設の引き渡
しを受け、新設施設の所有権
の移転を受けた場合、事業者
に対し新設施設を占有及び使
用させるものとする。

2 新設施設の施工方法その他の
本件工事のために必要な一切
の手段は、事業者がその責任
において定める。

（施工計画書等）
第16条 事業者は、新設施設に関し性能

確保の方法を明記した施工計
画書を全体スケジュール表に
記載された日程に従って県企
業庁に提出する。

2 事業者は、全体スケジュール
表に記載された日程に従って
詳細な工事工程表（月間工程
表及び週間工程表）を作成し
県企業庁に提出する。県企業
庁に提出した工事工程表に変
更が生じた場合は速やかに県
企業庁に通知し、承諾を得る
ものとする。

3 事業者は、工事現場に常に工
事記録を整備し、県企業県企業県企業県企業の要
求があった際には速やかに開
示する。

（建設期間中の第三者の使用）
第17条 　　事業者は、本件工事に着手

する２１日前までに、県企業
庁に対して本件工事の施行の
全部又は一部を第三者に請け
負わせる旨の書面を提出し、
かつ、県企業庁の書面による
承認を得た場合には、本件工

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
事の施工の全部又は一部を第
三者に請け負わせることがで
きる。なお、かかる通知後
14日以内に県企業庁から特
段の通知がない場合は、県企
業庁が承諾したものとみな
す。

2 前項に基づき、本件工事の施
工の全部又は一部を請け負っ
た第三者がさら  に本件工事
の施工の一部をその他の第三
者に請け負わせる場合は、事
業者は速やかに県企業庁に対
してその旨を記載した書面を
提出するものとする。

3 県企業庁は、必要と認めた場
合には随時、事業者から施工
体制台帳及び施工体制にかか
る事項について報告を求める
ことができる。

4 第1項及び第2項に基づく、
請負人及び下請人（以下、本
条において総称して「請負人
等」という。）の使用は、す
べて事業者の責任において行
うものとし、請負人等の責め
に帰すべき事由は、その原因
及び結果のいかんを問わず、
事業者の責めに帰すべき事由
とみなす。

5 請負人等請負人等請負人等請負人等に関する何らかの紛
争等に起因して本件工事が遅
延した場合において、県企業
庁又は事業者が負担すること
となる増加費用及び損害につ
いては、すべて事業者が負担
するものとする。

（事業者による工事監理者の設置）
第18条 事業者は、自己の費用負担で

工事監理者を設置し、工事開
始日までに県企業庁に対して
書面により通知する。

2 事業者は、工事監理者をし
て、県企業庁に対して、毎月
1回、本件工事につき定期的
報告を行わせることとする。
また、県企業庁は、必要と認
めた場合には、随時、工事監
理者に本件工事に関する報告

事の施工の全部又は一部を第
三者に請け負わせることがで
きる。なお、かかる通知後
14日以内に県企業庁から特
段の通知がない場合は、県企
業庁が承諾したものとみな
す。

2 前項に基づき、本件工事の施
工の全部又は一部を請け負っ
た第三者がさら  に本件工事
の施工の一部をその他の第三
者に請け負わせる場合は、事
業者は速やかに県企業庁に対
してその旨を記載した書面を
提出するものとする。

3 県企業庁は、必要と認めた場
合には随時、事業者から施工
体制台帳及び施工体制にかか
る事項について報告を求める
ことができる。

4 第1項及び第2項に基づく、
請負人及び下請人（以下、本
条において総称して「請負人
等」という。）の使用は、す
べて事業者の責任において行
うものとし、請負人等の責め
に帰すべき事由は、その原因
及び結果のいかんを問わず、
事業者の責めに帰すべき事由
とみなす。

5 負人等負人等負人等負人等に関する何らかの紛争
等に起因して本件工事が遅延
した場合において、県企業庁
又は事業者が負担することと
なる増加費用及び損害につい
ては、すべて事業者が負担す
るものとする。

（事業者による工事監理者の設置）
第18条 事業者は、自己の費用負担で

工事監理者を設置し、工事開
始日までに県企業庁に対して
書面により通知する。

2 事業者は、工事監理者をし
て、県企業庁に対して、毎月
1回、本件工事につき定期的
報告を行わせることとする。
また、県企業庁は、必要と認
めた場合には、随時、工事監
理者に本件工事に関する報告

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
を求め、又は事業者に対して
工事監理者をして本件工事に
関する報告を行わせるよう求
めることができる。

3 事業者は、工事監理者をし
て、県企業庁に対して完成確
認報告を行わせることとす
る。

（建設用地の管理）
第19条 事業者は、事業者の責任及び

費用において工事現場におけ
る安全管理及び警備等を行う
ものとする。本件工事の施工
に関し、建設機械器具等必要
な設備の盗難又は損傷等によ
り追加の費用が発生した場
合、不可抗力に起因する追加
費用として県企業庁が負担す
る場合を除き、当該追加費用
は事業者が負担する。

（建設に伴う各種調査）
第20条 県企業庁は、県企業庁が実施

し、かつ、本件入札説明書に
その結果を添付した測量の実
施若しくは結果又は現況調査
報告書に記載の現況調査の実
施若しくは結果に誤りがあっ
た場合は、その一切の責任を
負うものとする。

2 事業者は、必要に応じて、本
件工事のための測量及び地質
調査その他の調査を自己の責
任及び費用負担により行い、
当該測量及び地質調査の不
備、誤謬等から発生する一切
の責任を負担し、かつ、これ
に起因する追加費用を負担す
るものとする。また、事業者
はかかる調査等を行う場合、
県企業庁に事前に連絡するも
のとし、かつ、かかる調査等
の結果について県企業庁の調
査等の結果と齟齬がある場合
には、自ら実施した調査結果
に従い工事を行うものとす
る。

（新設施設の建設に伴なう近隣対策）

を求め、又は事業者に対して
工事監理者をして本件工事に
関する報告を行わせるよう求
めることができる。

3 事業者は、工事監理者をし
て、県企業庁に対して完成確
認報告を行わせることとす
る。

（建設用地の管理）
第19条 事業者は、事業者の責任及び

費用において工事現場におけ
る安全管理及び警備等を行う
ものとする。本件工事の施工
に関し、建設機械器具等必要
な設備の盗難又は損傷等によ
り追加の費用が発生した場
合、不可抗力に起因する追加
費用として県企業庁が負担す
る場合を除き、当該追加費用
は事業者が負担する。

（建設に伴う各種調査）
第20条 県企業庁は、県企業庁が実施

し、かつ、本件入札説明書に
その結果を添付した測量の実
施若しくは結果又は現況調査
報告書に記載の現況調査の実
施若しくは結果に誤りがあっ
た場合は、その一切の責任を
負うものとする。

2 事業者は、必要に応じて、本
件工事のための測量及び地質
調査その他の調査を自己の責
任及び費用負担により行い、
当該測量及び地質調査の不
備、誤謬等から発生する一切
の責任を負担し、かつ、これ
に起因する追加費用を負担す
るものとする。また、事業者
はかかる調査等を行う場合、
県企業庁に事前に連絡するも
のとし、かつ、かかる調査等
の結果について県企業庁の調
査等の結果と齟齬がある場合
には、自ら実施した調査結果
に従い工事を行うものとす
る。

（新設施設の建設に伴なう近隣対策）
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
第21条 事業者は、自己の責任及び費

用において、騒音、振動、地
盤沈下、地下水の断絶、大気
汚染、水質汚染、臭気その他
の本件工事が近隣住民の生活
環境に与える影響を勘案し、
合理的に要求される範囲の近
隣対策を実施する｡かかる近
隣対策の実施について、事業
者は、県企業庁に対して、事
前及び事後にその内容及び結
果を報告する｡

（工事用電力等）
第22条 事業者は、本件工事に必要な

工事用電力及び工事用水を、
自己の費用と責任において調
達するものとする。

第第第第2222節　県企業庁による確認等節　県企業庁による確認等節　県企業庁による確認等節　県企業庁による確認等
（県企業庁による説明要求及び建設現場

立会い）
第23条 県企業庁は、本件工事の進ち

ょく状況について、随時、事
業者に対して報告を要請する
ことができ、事業者は県企業
庁の要請があった場合にはか
かる報告を行わなければなら
ない。

2 県企業庁は、本件工事開始前
及び工事中、随時、事業者に
対して質問をし、、、、本件工事に
ついて説明を求めることがで
きる。事業者は、県企業庁か
らかかる質問を受領した後
14日以内に、県企業庁に対
して回答を行わなければなら
ない。県企業庁は、事業者の
回答内容が合理的でないと判
断した場合、関係者協議会に
おいて協議を行うことができ
る。

3 県企業庁は、建設期間中、事
業者に対する事前の通知を行
うことなく、随時、本件工事
に立ち会うことができる。

4 立ち会いの結果、建設状況が
設計図書及び提案書の内容を
逸脱していることが判明した
場合、県企業庁は、事業者に

第21条 事業者は、自己の責任及び費
用において、騒音、振動、地
盤沈下、地下水の断絶、大気
汚染、水質汚染、臭気その他
の本件工事が近隣住民の生活
環境に与える影響を勘案し、
合理的に要求される範囲の近
隣対策を実施する｡かかる近
隣対策の実施について、事業
者は、県企業庁に対して、事
前及び事後にその内容及び結
果を報告する｡

（工事用電力等）
第22条 事業者は、本件工事に必要な

工事用電力及び工事用水を、
自己の費用と責任において調
達するものとする。

第第第第2222節　県企業庁による確認等節　県企業庁による確認等節　県企業庁による確認等節　県企業庁による確認等

（県企業庁による説明要求及び建設現場
立会い）

第23条 県企業庁は、本件工事の進ち
ょく状況について、随時、事
業者に対して報告を要請する
ことができ、事業者は県企業
庁の要請があった場合にはか
かる報告を行わなければなら
ない。

2 県企業庁は、本件工事開始前
及び工事中、随時、事業者に
対して質問をし、、、、、本件工事
について説明を求めることが
できる。事業者は、県企業庁
からかかる質問を受領した後
14日以内に、県企業庁に対
して回答を行わなければなら
ない。県企業庁は、事業者の
回答内容が合理的でないと判
断した場合、関係者協議会に
おいて協議を行うことができ
る。

3 県企業庁は、建設期間中、事
業者に対する事前の通知を行
うことなく、随時、本件工事
に立ち会うことができる。

4 立ち会いの結果、建設状況が
設計図書及び提案書の内容を
逸脱していることが判明した
場合、県企業庁は、事業者に

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
対してその是正を求めること
ができ、事業者はこれに従わ
なければならない。

5 県企業庁の事業者に対する説
明の要求又は県企業庁の本件
工事への立会いを理由とし
て、県企業庁は、新設施設の
設計及び建設の全部又は一部
について何らの責任を負担す
るものではない。

第第第第3333節　工事の中止節　工事の中止節　工事の中止節　工事の中止
（工事の中止）
第24条 県企業庁は、必要と認めた場

合には、事業者に対して本件
工事の中止の内容を記載した
書面を交付して、本件工事の
全部又は一部の施工を、一時
中止させることができる。

2 県企業庁は、前項により本件
工事の全部又は一部の施工を
一時中止させた場合におい
て、必要と認めたときには、
建設期間若しくは本件工事費
等を変更し、又はかかる本件
工事の施工の一時中止が事業
者の責めに帰すべき事由に基
づく場合を除き、事業者が本
件工事の続行に備え工事現場
を維持するための費用若しく
は労働者、建設機械器具等を
保持するための費用その他の
本件工事の施工の一時中止及
びその続行に起因して合理的
な増加費用が必要となり、若
しくは事業者が損害を被った
ときは、必要となった合理的
な増加費用又は被った合理的
な損害を負担する。

第第第第4444節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生
（本件工事中に第三者に生じた損害）
第25条 事業者は、本件工事の施工に

ついて第三者に損害が発生し
た場合は、その損害を賠償し
なければならない。また、事
業者は、本件工事の施工に伴
い通常通常通常通常避けることができない
騒音、振動、地盤沈下、地下
水の断絶、臭気の発生等によ

対してその是正を求めること
ができ、事業者はこれに従わ
なければならない。

5 県企業庁の事業者に対する説
明の要求又は県企業庁の本件
工事への立会いを理由とし
て、県企業庁は、新設施設の
設計及び建設の全部又は一部
について何らの責任を負担す
るものではない。

第第第第3333節　工事の中止節　工事の中止節　工事の中止節　工事の中止
（工事の中止）
第24条 県企業庁は、必要と認めた場

合には、事業者に対して本件
工事の中止の内容を記載した
書面を交付して、本件工事の
全部又は一部の施工を、一時
中止させることができる。

2 県企業庁は、前項により本件
工事の全部又は一部の施工を
一時中止させた場合におい
て、必要と認めたときには、
建設期間若しくは本件工事費
等を変更し、又はかかる本件
工事の施工の一時中止が事業
者の責めに帰すべき事由に基
づく場合を除き、事業者が本
件工事の続行に備え工事現場
を維持するための費用若しく
は労働者、建設機械器具等を
保持するための費用その他の
本件工事の施工の一時中止及
びその続行に起因して合理的
な増加費用が必要となり、若
しくは事業者が損害を被った
ときは、必要となった合理的
な増加費用又は被った合理的
な損害を負担する。

第第第第4444節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生
（本件工事中に第三者に生じた損害）
第25条 事業者は、本件工事の施工に

ついて第三者に損害が発生し
た場合は、その損害を賠償し
なければならない。また、事
業者は、本件工事の施工に伴
い            避けることができない
騒音、振動、地盤沈下、地下
水の断絶、臭気の発生等によ

規定の明確化
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
り第三者に損害が発生した場
合は、その損害を負担しなけ
ればならない。

2 前項の場合を除き、本件工事
の施工に関し不可抗力により
第三者に生じた生じた生じた生じた損害は、別紙別紙別紙別紙
3333のとおりの負担とする。のとおりの負担とする。のとおりの負担とする。のとおりの負担とする。

                                                                                                                                        
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                    この場合、

必要に応じて県企業庁及び事
業者は、関係者協議会におい
て、かかる当該損害の負担方
法等について協議して決定す
ることができるものとする。

（不可抗力及び法令変更により生じた損
害等）

第26条 不可抗力により、新設施設の
整備業務等に生じた生じた生じた生じた合理的な
増加費用及び及び及び及び損害別紙別紙別紙別紙3333のとのとのとのと
おりの負担とする。おりの負担とする。おりの負担とする。おりの負担とする。

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                            この場合、県企

業庁及び事業者は、必要に応
じ、関係者協議会においてか
かる増加費用及び損害及び損害及び損害及び損害の負担
方法等について協議して決定
することができるものとす
る。ただし、上記増加費用ただし、上記増加費用ただし、上記増加費用ただし、上記増加費用及及及及
びびびび損害のうち運営開始の遅延損害のうち運営開始の遅延損害のうち運営開始の遅延損害のうち運営開始の遅延
により生じたものについてにより生じたものについてにより生じたものについてにより生じたものについて
は、第は、第は、第は、第36363636条第条第条第条第3333項の規定に従項の規定に従項の規定に従項の規定に従
うものとする。うものとする。うものとする。うものとする。

2 法令の変更により、新設施設
の整備業務等に生じた合理的
な増加費用及び損害は、別紙
4のとおりの負担とする。こ
の場合、県企業庁及び事業者
は、必要に応じ、関係者協議
会においてかかる増加費用及
び損害の負担方法等について
協議して決定することができ

り第三者に損害が発生した場
合は、その損害を負担しなけ
ればならない。

2 前項の場合を除き、本件工事
の施工に関し不可抗力により
第三者に                        損害が発生しが発生しが発生しが発生し
た場合、当該損害のうち本件た場合、当該損害のうち本件た場合、当該損害のうち本件た場合、当該損害のうち本件
工事費等の工事費等の工事費等の工事費等の100100100100分の分の分の分の1111までのまでのまでのまでの
ものを事業者が負担するものものを事業者が負担するものものを事業者が負担するものものを事業者が負担するもの
とし、これを超える当該損害とし、これを超える当該損害とし、これを超える当該損害とし、これを超える当該損害
については県企業庁が負担すについては県企業庁が負担すについては県企業庁が負担すについては県企業庁が負担す
るものとする。るものとする。るものとする。るものとする。この場合、必
要に応じて県企業庁及び事業
者は、関係者協議会におい
て、かかる当該損害の負担方
法等について協議して決定す
ることができるものとする。

（不可抗力及び法令変更により生じた損
害等）

第26条 不可抗力により、新設施設の
整備業務等に                    合理的な
増加費用又は又は又は又は損害が発生したが発生したが発生したが発生した
場合、当該増加費用又は損害場合、当該増加費用又は損害場合、当該増加費用又は損害場合、当該増加費用又は損害
のうち本件工事費等ののうち本件工事費等ののうち本件工事費等ののうち本件工事費等の100100100100分分分分
のののの1111までのものを事業者が負までのものを事業者が負までのものを事業者が負までのものを事業者が負
担するものとし、これを超え担するものとし、これを超え担するものとし、これを超え担するものとし、これを超え
る当該増加費用又は損害につる当該増加費用又は損害につる当該増加費用又は損害につる当該増加費用又は損害につ
いては県企業庁が負担するもいては県企業庁が負担するもいては県企業庁が負担するもいては県企業庁が負担するも
のとする。のとする。のとする。のとする。この場合、県企業
庁及び事業者は、必要に応
じ、関係者協議会においてか
かる増加費用                            の負担
方法等について協議して決定
することができるものとす
る。

2 法令の変更により、新設施設
の整備業務等に生じた合理的
な増加費用及び損害は、別紙
４のとおりの負担とする。こ
の場合、県企業庁及び事業者
は、必要に応じ、関係者協議
会においてかかる増加費用及
び損害の負担方法等について
協議して決定することができ

不可抗力による
損害額の累積の
考え方を明確化
し別紙として整
理

不可抗力による
損害額の累積の
考え方を明確化
し別紙として整
理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
るものとする。

第第第第5555節　新設施設の完工及び引渡し節　新設施設の完工及び引渡し節　新設施設の完工及び引渡し節　新設施設の完工及び引渡し

（事業者による完成検査）
第27条 事業者は、事業者の費用負担

において新設施設の完成検
査を行う。

2 事業者は、県企業庁に対し
て、事業者が前項の完成検査
を行う7日前までに、当該完
成検査を行う旨を記載した書
面を提出するものとする。

3 事業者事業者事業者事業者は、第1項の完成検査
において、新設施設の性能が
充足されているか否かについ
て、関係者協議会における協
議で定める方法により検査す
る。

（許認可取得及びこれに伴う検査の完了
並びに運営体制の確保）
第28条 事業者は、前条の完成検査の

後、「「「「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」」」」（昭和45年法
律第137号）に基づく廃棄物
処理施設設置許可、廃棄物処
理業許可その他の排水処理施
設の運営に必要となる一切の
許認可の取得及びこれに伴な
う検査を完了しなければなら
ない｡

2 事業者は、前条の完成検査の
後、排水処理施設維持管理・
運営業務を実施する人員に対
し当該業務の遂行に必要とな
る研修を実施する等により排
水処理施設の運営体制を確保
する。

（事業者による試運転）
第29条 事業者は、県企業庁による次次次次

条に定める条に定める条に定める条に定める完工確認に先立
ち、排水処理施設が正常に稼
動することを確認するため
に、排水処理施設の試運転を
実施する｡

2 事業者事業者事業者事業者は、試運転を行うに当
たって、事前に県企業庁に通
知する。

るものとする。

第第第第5555節　新設施設の完工及び引渡し節　新設施設の完工及び引渡し節　新設施設の完工及び引渡し節　新設施設の完工及び引渡し

（事業者による完成検査）
第27条 事業者は、事業者の費用負担

において新設施設の完成検
査を行う。

2 事業者は、県企業庁に対し
て、事業者が前項の完成検査
を行う7日前までに、当該完
成検査を行う旨を記載した書
面を提出するものとする。

3 業者業者業者業者は、第1項の完成検査に
おいて、新設施設の性能が充
足されているか否かについ
て、関係者協議会における協
議で定める方法により検査す
る。

（許認可取得及びこれに伴う検査の完了
並びに運営体制の確保）
第28条 事業者は、前条の完成検査の

後、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（昭和45年法律
第137号）に基づく廃棄物処
理施設設置許可、廃棄物処理
業許可その他の排水処理施設
の運営に必要となる一切の許
認可の取得及びこれに伴なう
検査を完了しなければならな
い｡

2 事業者は、前条の完成検査の
後、排水処理施設維持管理・
運営業務を実施する人員に対
し当該業務の遂行に必要とな
る研修を実施する等により排
水処理施設の運営体制を確保
する。

（事業者による試運転）
第29条 事業者は、県企業庁による
                                                    完工確認に先立

ち、排水処理施設が正常に稼
動することを確認するため
に、排水処理施設の試運転を
実施する｡

2 業者業者業者業者は、試運転を行うに当た
って、事前に県企業庁に通知
する。

誤植修正

表記の整理

完工確認を明確
化

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
3 事業者事業者事業者事業者は、試運転において、

①寒川浄水場の現実の汚泥で
含水率を３５％以下にできる
能力があるか、②寒川浄水場
の現実の汚泥に基づいて提案
された脱水ケーキの再生利用
に適した含水率が達成できる
か、③その他の本契約、業務
要求水準書、提案書及び維持
管理･運営仕様書で示された
性能が備えられているか、を
確認する。

4 事業者事業者事業者事業者は、試運転により前項
の確認項目における水準を満
たしていることを確認した場
合、県企業庁に対して完成届
を提出する。

5 前項の完成届には、第27条
に基づく事業者による完成検
査の結果報告書、前条に基づ
く排水処理施設の運営に必要
な法令の許認可書及び検査済
証並びに第３項に基づく確認
項目における水準を満たして
いることを証明する試運転デ
ータを添付しなければならな
い。

（県企業庁による新設施設の完工確認及
び完工確認通知の交付）
第30条 第27条及び第28条の検査・

運営準備が完了し、前条の試
運転を実施したことを受けて
事業者から提出された完成届
を県企業庁が受領した場合、
県企業庁は、完工確認とし完工確認とし完工確認とし完工確認とし
て、て、て、て、新設施設が本契約、業務
要求水準書、提案書及び維持
管理･運営仕様書に規定され
た性能及び仕様を充足し、業
務を実際に実施しうる体制に
あることを施工記録簿、試運
転結果報告書及び研修実施結
果報告書等により確認する。

2 県企業庁県企業庁県企業庁県企業庁は、完工確認の結
果、不備が発見された場合、
事業者に対して改善勧告を行
う。

3 完工確認の方法その他の詳細
については関係者協議会にお

3 業者業者業者業者は、試運転において、①
寒川浄水場の現実の汚泥で含
水率を３５％以下にできる能
力があるか、②寒川浄水場の
現実の汚泥に基づいて提案さ
れた脱水ケーキの再生利用に
適した含水率が達成できる
か、③その他の本契約、業務
要求水準書、提案書及び維持
管理･運営仕様書で示された
性能が備えられているか、を
確認する。

4 業者業者業者業者は、試運転により前項の
確認項目における水準を満た
していることを確認した場
合、県企業庁に対して完成届
を提出する。

5 前項の完成届には、第27条
に基づく事業者による完成検
査の結果報告書、前条に基づ
く排水処理施設の運営に必要
な法令の許認可書及び検査済
証並びに第３項に基づく確認
項目における水準を満たして
いることを証明する試運転デ
ータを添付しなければならな
い。

（県企業庁による新設施設の完工確認及
び完工確認通知の交付）
第30条 第27条及び第28条の検査・

運営準備が完了し、前条の試
運転を実施したことを受けて
事業者から提出された完成届
を県企業庁が受領した場合、
県企業庁は、

            新設施設が本契約、業務要
求水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書に規定された
性能及び仕様を充足し、業務
を実際に実施しうる体制にあ
ることを施工記録簿、試運転
結果報告書及び研修実施結果
報告書等により確認する。

2 　　　　　　　　企業庁企業庁企業庁企業庁は、完工確認の結
果、不備が発見された場合、
事業者に対して改善勧告を行
う。

3   完工確認の方法その他の詳細
については関係者協議会にお

誤植修正

誤植修正

完工確認の意義
を明確化

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
ける協議で定める。

4 県企業庁県企業庁県企業庁県企業庁は、第1項による確
認の後、事業者に対して完工
確認通知書を交付する。

5 県企業庁県企業庁県企業庁県企業庁による完工確認通知
書の交付を理由として、県企
業庁は新設施設の設計及び建
設の全部又は一部について責
任を負担するものではない。

（事業者による新設施設の引渡し及び県
企業庁への所有権の移転）

第31条 事業者は、完工確認通知書の
受領と同時に、別紙別紙別紙別紙５５５５の様式
による目的物引渡書及びオペ及びオペ及びオペ及びオペ
レーションマニュアルレーションマニュアルレーションマニュアルレーションマニュアルを県企
業庁に交付し、本件引渡日に
おいて新設施設の引渡しを行
い、新設施設の所有権を県企
業庁に移転する。

（新設施設の瑕疵担保）
第32条 県企業庁は、新設施設に瑕疵

があるときは、事業者に対し
て、相当の期間を定めて、当
該瑕疵の修補を請求し、又は
修補に代え若しくは修補とと
もに損害の賠償を請求するこ
とができる。

2 前項による瑕疵の修補又は損
害賠償の請求は、前条に基づ
き新設施設の引渡しを受けた
日から10年以内に行わなけれ
ばならない。ただし、設備及ただし、設備及ただし、設備及ただし、設備及
び機器の瑕疵の修補又は損害び機器の瑕疵の修補又は損害び機器の瑕疵の修補又は損害び機器の瑕疵の修補又は損害
賠償の請求は、引渡しを受け賠償の請求は、引渡しを受け賠償の請求は、引渡しを受け賠償の請求は、引渡しを受け
た日からた日からた日からた日から1111年以内に行わなけれ年以内に行わなけれ年以内に行わなけれ年以内に行わなけれ
ばならない｡ばならない｡ばならない｡ばならない｡

3 県企業庁は、新設施設の引渡
しを受ける際に、新設施設に
瑕疵があることを知った場合
には、第1項の規定にかかわら
ず、直ちに、事業者に書面に
よりその旨を通知しなけれ
ば、当該瑕疵の修補又は当該
瑕疵に関する損害賠償の請求
をすることはできない。ただ
し、事業者が当該瑕疵を知っ
ていたときは、この限りでな
い。

ける協議で定める。
4 　　　　企業庁企業庁企業庁企業庁は、第1項による確

認の後、事業者に対して完工
確認通知書を交付する。

5 　　　　企業庁企業庁企業庁企業庁による完工確認通知
書の交付を理由として、県企
業庁は新設施設の設計及び建
設の全部又は一部について責
任を負担するものではない。

（事業者による新設施設の引渡し及び県
企業庁への所有権の移転）
第31条 事業者は、完工確認通知書の

受領と同時に、別紙３別紙３別紙３別紙３の様式
による目的物引渡書

                                                                                        を県企業
庁に交付し、本件引渡日にお
いて新設施設の引渡しを行
い、新設施設の所有権を県企
業庁に移転する。

（新設施設の瑕疵担保）
第32条 県企業庁は、新設施設に瑕疵

があるときは、事業者に対し
て、相当の期間を定めて、当
該瑕疵の修補を請求し、又は
修補に代え若しくは修補とと
もに損害の賠償を請求するこ
とができる。

2 前項による瑕疵の修補又は損
害賠償の請求は、前条に基づ
き新設施設の引渡しを受けた
日から10年以内に行わなけ
ればならない。

                                  
                                  
                                  
                       
3 県企業庁は、新設施設の引渡
しを受ける際に、新設施設に
瑕疵があることを知った場合
には、第1項の規定にかかわら
ず、直ちに、事業者に書面に
よりその旨を通知しなけれ
ば、当該瑕疵の修補又は当該
瑕疵に関する損害賠償の請求
をすることはできない。ただ
し、事業者が当該瑕疵を知っ
ていたときは、この限りでな
い。

誤植修正

誤植修正

施設引渡時にオ
ペレーションマ
ニュアルを提出
させる

機械設備の瑕疵
担保期間を１年
間とした



- 25 -

改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考

第5章　排水処理施設の維持管理･運営

第第第第1111節　総則節　総則節　総則節　総則
（維持管理・運営仕様書及び事業計画

書）
第33条 事業者は、設計図書完成後、

速やかに本契約、業務要求水
準書及び提案書に基づき維持
管理・運営仕様書を作成し、
県企業庁に提出し、確認を受
けるものとする（維持管理・
運営仕様書には緊急時の対応
も含む）。

2 事業者事業者事業者事業者は、各事業年度の維持
管理・運営業務についての事
業計画書を、当該年度が開始
する30日前までに県企業庁
に提出し、確認を受けなけれ
ばならない。ただし、事業者
が提案した長期修繕計画に基
づき、機器の更新又は大規模
修繕を行う事業年度の事業計
画書については、前年度の7
月末までに県企業庁に提出
し、確認を受けるものとす
る。

（排水処理施設の運営に伴う近隣対策）
第34条 事業者は、自己の責任及び費

用において、維持管理･運営
等業務を運営するに当たって
合理的に要求される範囲の近
隣対策を実施する｡かかる近
隣対策の実施について、事業
者は、県企業庁に対して、事
前及び事後にその内容及び結
果を報告する｡

（維持管理･運営期間中の第三者の使
用）

第35条 事業者は、維持管理･運営等
業務の全部又は一部を第三者
へ委託し又は請け負わせよう
とするときは、かかる委託又
は請負の発注の21日前まで
に、県企業庁に対してその旨
を記載した書面を提出し、か
つ、県企業庁の書面による承

第5章　排水処理施設の維持管理･運営

第第第第1111節　総則節　総則節　総則節　総則
（維持管理・運営仕様書及び事業計画

書）
第33条 事業者は、設計図書完成後、

速やかに本契約、業務要求水
準書及び提案書に基づき維持
管理・運営仕様書を作成し、
県企業庁に提出し、確認を受
けるものとする（維持管理・
運営仕様書には緊急時の対応
も含む）。

2 　業者　業者　業者　業者は、各事業年度の維持
管理・運営業務についての事
業計画書を、当該年度が開始
する30日前までに県企業庁
に提出し、確認を受けなけれ
ばならない。ただし、事業者
が提案した長期修繕計画に基
づき、機器の更新又は大規模
修繕を行う事業年度の事業計
画書については、前年度の7
月末までに県企業庁に提出
し、確認を受けるものとす
る。

（排水処理施設の運営に伴う近隣対策）
第34条 事業者は、自己の責任及び費

用において、維持管理･運営
等業務を運営するに当たって
合理的に要求される範囲の近
隣対策を実施する｡かかる近
隣対策の実施について、事業
者は、県企業庁に対して、事
前及び事後にその内容及び結
果を報告する｡

（維持管理･運営期間中の第三者の使
用）

第35条 事業者は、維持管理･運営等
業務の全部又は一部を第三者
へ委託し又は請け負わせよう
とするときは、かかる委託又
は請負の発注の21日前まで
に、県企業庁に対してその旨
を記載した書面を提出し、か
つ、県企業庁の書面による承

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
諾を得た場合には、維持管
理･運営等業務の全部又は一
部を第三者に委託し、又は請
け負わせることができる。な
お、かかる通知後14日以内
に県企業庁から特段の通知が
ない場合は、県企業庁が承諾
したものとみなす。

2 前項に基づき、第三者が事業
者から委託（「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」（昭
和45年法律第137号）などの
法令に抵触しない場合に限
る。）を受け又は請け負った
維持管理･運営等業務の一部
について、さらにその他の第
三者にその一部を委託し又は
下請人を使用するときは、事
業者は県企業庁に対してその
旨を記載した書面を提出する
ものとする。

3 県企業庁は、必要と認めた場
合には、随時、事業者から維
持管理･運営等業務の遂行体
制について報告を求めること
ができるものとする。なお、
事業者は、産業廃棄物の運搬
又は再生利用の委託に際して
委託先から送付を受けた廃棄
物管理票の写しを事業期間中
にわたり保管し、県企業庁の
要求があれば速やかに開示す
る。

4 第1項及び第2項に基づく、
受託者、請負人及び下請人
（以下、本条において総称し
て「受託者等」という。）の
使用は、すべて事業者の責任
において行うものとし、受託
者等の責めに帰すべき事由
は、その原因及び結果のいか
んを問わず、事業者の責めに
帰すべき事由とみなす。

5 受託者等に関する何らかの紛
争等に起因して維持管理･運
営等業務に支障が生じた場合
において、県企業庁又は事業
者が負担することとなる増加
費用については、すべて事業
者が負担するものとする。

諾を得た場合には、維持管
理･運営等業務の全部又は一
部を第三者に委託し、又は請
け負わせることができる。な
お、かかる通知後14日以内
に県企業庁から特段の通知が
ない場合は、県企業庁が承諾
したものとみなす。

2 前項に基づき、第三者が事業
者から委託（「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」（昭
和45年法律第137号）などの
法令に抵触しない場合に限
る。）を受け又は請け負った
維持管理･運営等業務の一部
について、さらにその他の第
三者にその一部を委託し又は
下請人を使用するときは、事
業者は県企業庁に対してその
旨を記載した書面を提出する
ものとする。

3 県企業庁は、必要と認めた場
合には、随時、事業者から維
持管理･運営等業務の遂行体
制について報告を求めること
ができるものとする。なお、
事業者は、産業廃棄物の運搬
又は再生利用の委託に際して
委託先から送付を受けた廃棄
物管理票の写しを事業期間中
にわたり保管し、県企業庁の
要求があれば速やかに開示す
る。

4 第1項及び第2項に基づく、
受託者、請負人及び下請人
（以下、本条において総称し
て「受託者等」という。）の
使用は、すべて事業者の責任
において行うものとし、受託
者等の責めに帰すべき事由
は、その原因及び結果のいか
んを問わず、事業者の責めに
帰すべき事由とみなす。

5 受託者等に関する何らかの紛
争等に起因して維持管理･運
営等業務に支障が生じた場合
において、県企業庁又は事業
者が負担することとなる増加
費用については、すべて事業
者が負担するものとする。
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考

（運営開始の遅延）
第36条 県企業庁の責めに帰すべき事

由により、工期延長等が生
じ、本件引渡日に排水処理施
設の運営を開始できない場
合、県企業庁は、本件引渡日
から実際に排水処理施設の運
営が開始されるまでの期間
（両日を含む。）において、
事業者が負担した合理的な増
加費用及び損害に相当する額
を、事業者に対して支払う。

2 事業者の責めに帰すべき事由
により、工期延長等が生じ、
本件引渡日に排水処理施設の
運営を開始できない場合、事
業者は、本件引渡日から実際
に排水処理施設の運営が開始
されるまでの期間（両日を含
む。）において、県企業庁が
負担した増加費用及び損害に
相当する額（既存脱水施設及
び濃縮施設の運転費用(委託
料)を含む。）を負担するとと
もに、あわせてかかる増加費
用及び損害額の負担とは別
に、新設施設引渡までの延滞
日数に応じ、本件工事費等相
当額につき年年年年3.63.63.63.6％％％％の割合で
計算した遅延損害金を県企業
庁に支払う。

3 不可抗力により、工期延長等
が生じ、本件引渡日までに排
水処理施設の運営を開始でき
ない場合、その遅延により事事事事
業者に生じた合理的な増加費業者に生じた合理的な増加費業者に生じた合理的な増加費業者に生じた合理的な増加費
用及び損害用及び損害用及び損害用及び損害（運営遅延期間中（運営遅延期間中（運営遅延期間中（運営遅延期間中
の固定費の固定費の固定費の固定費等等等等を含むがこれに限を含むがこれに限を含むがこれに限を含むがこれに限
られない。）られない。）られない。）られない。）は、別紙は、別紙は、別紙は、別紙3333のとのとのとのと
おりの負担とする。おりの負担とする。おりの負担とする。おりの負担とする。

                                                                                                                                    
                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    この場

合、必要に応じて県企業庁及
び事業者は、関係者協議会に
おいてかかる増加費用及び損
害の負担方法等について協議
することができるものとす
る。

4 法令の変更により、工期延長

（運営開始の遅延）
第36条 県企業庁の責めに帰すべき事

由により、工期延長等が生
じ、本件引渡日に排水処理施
設の運営を開始できない場
合、県企業庁は、本件引渡日
から実際に排水処理施設の運
営が開始されるまでの期間
（両日を含む。）において、
事業者が負担した合理的な増
加費用及び損害に相当する額
を、事業者に対して支払う。

2 事業者の責めに帰すべき事由
により、工期延長等が生じ、
本件引渡日に排水処理施設の
運営を開始できない場合、事
業者は、本件引渡日から実際
に排水処理施設の運営が開始
されるまでの期間（両日を含
む。）において、県企業庁が
負担した増加費用及び損害に
相当する額（既存脱水施設及
び濃縮施設の運転費用(委託
料)を含む。）を負担するとと
もに、あわせてかかる増加費
用及び損害額の負担とは別
に、新設施設引渡までの延滞
日数に応じ、本件工事費等相
当額につき年年年年8.258.258.258.25％％％％の割合で
計算した遅延損害金を県企業
庁に支払う。

3 不可抗力により、工期延長
等が生じ、本件引渡日まで
に排水処理施設の運営を開
始できない場合、その遅延
により引渡日から３ヶ月以引渡日から３ヶ月以引渡日から３ヶ月以引渡日から３ヶ月以
内に事業者に生じた増加費内に事業者に生じた増加費内に事業者に生じた増加費内に事業者に生じた増加費
用及び損害は事業者が負担用及び損害は事業者が負担用及び損害は事業者が負担用及び損害は事業者が負担
し、それ以降にかかる遅延し、それ以降にかかる遅延し、それ以降にかかる遅延し、それ以降にかかる遅延
によりによりによりにより事業者に生じた合理事業者に生じた合理事業者に生じた合理事業者に生じた合理
的な増加費用及び損害は的な増加費用及び損害は的な増加費用及び損害は的な増加費用及び損害は県県県県
企業庁が負担する企業庁が負担する企業庁が負担する企業庁が負担する。この場
合、必要に応じて県企業庁
及び事業者は、関係者協議
会においてかかる増加費用
及び損害の負担方法等につ
いて協議することができる
ものとする。

4 法令の変更により、工期延長

神奈川県公営企
業財務規程の改
正に伴うもの

３ヶ月ルールの
廃止

不可抗力による
損害額の累積の
考え方を明確化
し別紙に整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
等が生じ、本件引渡日に排水
処理施設の運営を開始できな
い場合、排水処理施設の運営
を開始できないことに起因し
て事業者に生じた合理的な増
加費用及び損害は、別紙4の
とおりの負担とする。この場
合、必要に応じて県企業庁及
び事業者は、関係者協議会に
おいてかかる増加費用及び損
害の負担方法等について協議
して決定することができるも
のとする。

第第第第2222節　排水処理施設の維持管理･節　排水処理施設の維持管理･節　排水処理施設の維持管理･節　排水処理施設の維持管理･
運営運営運営運営

（排水処理施設の維持管理･運営）
第37条 事業者は、自らの責任と費用

負担において、維持管理･運
営期間中、本契約、業務要求
水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書並びに事業計
画書に基づき、維持管理･運
営等業務を行う。なお、県企
業庁は、本契約締結日まで
に、事業者に対し、濃縮施設
の維持管理･運営に必要な資
料（設計図面、機器等の修繕
履歴及び各種調査結果等を含
む｡）を提供する｡

2 事業者は、本契約、業務要求
水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書に定める条件
に従い、本件引渡日以降、維
持管理･運営等業務を開始す
る義務を負い、かつ、運営期
間中、排水処理施設の維持管
理・運営を行う責任を負う。
県企業庁は、事業者が本契
約、業務要求水準書、提案書
及び維持管理･運営仕様書に
定める条件に従い、適切な運
営体制のもと、維持管理･運
営等業務に関し必要とされる
水準のサービスを継続的に提
供することに対して、第48
条の規定に従いサービス購入
料を事業者に対して支払うも
のとする。

等が生じ、本件引渡日に排水
処理施設の運営を開始できな
い場合、排水処理施設の運営
を開始できないことに起因し
て事業者に生じた合理的な増
加費用及び損害は、別紙４の
とおりの負担とする。この場
合、必要に応じて県企業庁及
び事業者は、関係者協議会に
おいてかかる増加費用及び損
害の負担方法等について協議
して決定することができるも
のとする。

第第第第2222節　排水処理施設の維持管理･節　排水処理施設の維持管理･節　排水処理施設の維持管理･節　排水処理施設の維持管理･
運営運営運営運営

（排水処理施設の維持管理･運営）
第37条 事業者は、自らの責任と費用

負担において、維持管理･運
営期間中、本契約、業務要求
水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書並びに事業計
画書に基づき、維持管理･運
営等業務を行う。なお、県企
業庁は、本契約締結日まで
に、事業者に対し、濃縮施設
の維持管理･運営に必要な資
料（設計図面、機器等の修繕
履歴及び各種調査結果等を含
む｡）を提供する｡

2 事業者は、本契約、業務要求
水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書に定める条件
に従い、本件引渡日以降、維
持管理･運営等業務を開始す
る義務を負い、かつ、運営期
間中、排水処理施設の維持管
理・運営を行う責任を負う。
県企業庁は、事業者が本契
約、業務要求水準書、提案書
及び維持管理･運営仕様書に
定める条件に従い、適切な運
営体制のもと、維持管理･運
営等業務に関し必要とされる
水準のサービスを継続的に提
供することに対して、第48
条の規定に従いサービス購入
料を事業者に対して支払うも
のとする。
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
3 県企業庁は、維持管理・運営

仕様書を変更する場合、事前
に事業者に対して書面により
通知の上、その対応について
関係者協議会において協議を
行い、事業者の合意を得るも
のとする。ただし、業務要求
水準書を超えて維持管理・運
営仕様書を変更する場合で維
持管理・運営に係る費用が増
加するときは、県企業庁は当
該増加費用を負担する。

（固形物発生量）
第38条 県企業庁は、別紙5に記載さ

れた月間固形物発生量･年間
固形物発生量の条件の範囲内
で汚泥を事業者に送泥するも
のとし、事業者は、県企業庁
より送泥される汚泥を総合排
泥池に受け入れるものとす
る。

2 事業者が維持管理する総合排
泥池への送泥は、県企業庁の
費用と責任で行うものとす
る。

3 県企業庁と事業者は、送泥計
画に基づく送泥及び汚泥の受
け入れについて、原則として
月１回、本件事業が円滑に実
施できるよう、調整を図るも
のとする。

（新設施設の設置条件）
第39条 事業者が設置する脱水機は無

薬注方式のものとする。
2 事業者は、脱水設備の性能に

つき、本契約、業務要求水準
書、提案書及び維持管理･運
営仕様書の規定に従い、脱水
処理により発生する発生する発生する発生する脱水ケー
キの含水率を35％以下とす
る脱水処理能力を実現、維持
及び確保しなければならな
い｡

（排水処理施設の修繕及び機器の更新）
第40条 事業者は、排水処理施設の修

繕及び機器の更新を、提案し
た長期修繕計画に基づき自己

3 県企業庁は、維持管理・運営
仕様書を変更する場合、事前
に事業者に対して書面により
通知の上、その対応について
関係者協議会において協議を
行い、事業者の合意を得るも
のとする。ただし、業務要求
水準書を超えて維持管理・運
営仕様書を変更する場合で維
持管理・運営に係る費用が増
加するときは、県企業庁は当
該増加費用を負担する。

（固形物発生量）
第38条 県企業庁は、別紙5に記載さ

れた月間固形物発生量･年間
固形物発生量の条件の範囲内
で汚泥を事業者に送泥するも
のとし、事業者は、県企業庁
より送泥される汚泥を総合排
泥池に受け入れるものとす
る。

2 事業者が維持管理する総合排
泥池への送泥は、県企業庁の
費用と責任で行うものとす
る。

3 県企業庁と事業者は、送泥計
画に基づく送泥及び汚泥の受
け入れについて、原則として
月１回、本件事業が円滑に実
施できるよう、調整を図るも
のとする。

（新設施設の設置条件）
第39条 事業者が設置する脱水機は無

薬注方式のものとする。
2 事業者は、脱水設備の性能に

つき、本契約、業務要求水準
書、提案書及び維持管理･運
営仕様書の規定に従い、脱水
処理により生成される生成される生成される生成される脱水ケ
ーキの含水率を35％以下と
する脱水処理能力を実現、維
持及び確保しなければならな
い｡

（排水処理施設の修繕及び機器の更新）
第40条 事業者は、排水処理施設の修

繕及び機器の更新を、提案し
た長期修繕計画に基づき自己

生成→発生文言
の整理 第43条も
同じ
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
の責任及び費用において実施
する｡ただし、県企業庁の責
めに帰すべき事由により排水
処理施設の修繕又は機器の更
新を行った場合、県企業庁は
これに要した一切の費用を負
担する｡なお、機器の更新等
により新たに取得された機器
等の所有権は県企業庁に帰属
するものとする。

2 事業者が、修繕又は機器の更
新を行う場合、事前に県企業
庁に対してその内容その他の
必要な事項を通知し、県企業
庁と調整を行うものとする。

3 事業者が、排水処理施設の修
繕又は機器の更新を行った場
合、事業者は必要に応じて当
該修繕又は機器の更新を竣工
図書に反映し、かつ、使用し
た設計図、施工図等の書面を
県企業庁に提出しなければな
らない｡

4 濃縮施設の修繕又は機器の更
新が濃縮施設（主体構造部で主体構造部で主体構造部で主体構造部で
あるコンクリート部分に限あるコンクリート部分に限あるコンクリート部分に限あるコンクリート部分に限
る｡）る｡）る｡）る｡）の欠陥に起因して必要
となった場合、これにより生
じた増加費用及び損害は県企
業庁が負担する。

（返送水の水質）
第41条 事業者は、返送水について

は、常に、別紙別紙別紙別紙７７７７に記載の条
件を充足させなければならな
い｡

2 返送水の寒川浄水場への返送
は、事業者の費用と責任で行
うものとする。

3 別紙6に記載の条件を充足し
ない返送水が寒川浄水場に返
送される場合で、その返送水で、その返送水で、その返送水で、その返送水
の水質が浄水工程に支障を生の水質が浄水工程に支障を生の水質が浄水工程に支障を生の水質が浄水工程に支障を生
じさせると県企業庁が判断しじさせると県企業庁が判断しじさせると県企業庁が判断しじさせると県企業庁が判断し
たときたときたときたとき、県企業庁は、当該返
送水の浄水場への流入を防ぐの浄水場への流入を防ぐの浄水場への流入を防ぐの浄水場への流入を防ぐ
ため上澄水返送ポンプを停止ため上澄水返送ポンプを停止ため上澄水返送ポンプを停止ため上澄水返送ポンプを停止
することができる｡することができる｡することができる｡することができる｡

（既存施設の解体撤去作業に対する協

の責任及び費用において実施
する｡ただし、県企業庁の責
めに帰すべき事由により排水
処理施設の修繕又は機器の更
新を行った場合、県企業庁は
これに要した一切の費用を負
担する｡なお、機器の更新等
により新たに取得された機器
等の所有権は県企業庁に帰属
するものとする。

2 事業者が、修繕又は機器の更
新を行う場合、事前に県企業
庁に対してその内容その他の
必要な事項を通知し、県企業
庁と調整を行うものとする。

3 事業者が、排水処理施設の修
繕又は機器の更新を行った場
合、事業者は必要に応じて当
該修繕又は機器の更新を竣工
図書に反映し、かつ、使用し
た設計図、施工図等の書面を
県企業庁に提出しなければな
らない｡

4 濃縮施設の修繕又は機器の更
新が濃縮施設

                                                                                                                         
                 の欠陥に起因して必要と

なった場合、これにより生じ
た増加費用及び損害は県企業
庁が負担する。

（返送水の水質）
第41条 事業者は、返送水について

は、常に、別紙別紙別紙別紙6666に記載の条
件を充足させなければならな
い｡

2 返送水の寒川浄水場への返送
は、事業者の費用と責任で行
うものとする。

3 別紙6に記載の条件を充足し
ない返送水が寒川浄水場に返
送される場合

                                                                                                                         
                             、 県企業庁は、当該

返送水について受け入れを拒について受け入れを拒について受け入れを拒について受け入れを拒
絶する。絶する。絶する。絶する。

（既存施設の解体撤去作業に対する協

濃縮施設に係る
県企業庁リスク
分担部分の明確
化

返送水の受入れ
を拒絶する場合
について詳述
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
力）

第42条 事業者は、新設施設の運転開
始後に不要となる既存脱水施
設の県企業庁による解体撤去
工事に関して、解体撤去作業
を円滑に実施できるように協
力しなければならない。

第３節　脱水ケーキの再生利用第３節　脱水ケーキの再生利用第３節　脱水ケーキの再生利用第３節　脱水ケーキの再生利用
（脱水ケーキの性状及び再生利用）
第43条 事業者は、排水処理施設によ

る脱水処理により発生する発生する発生する発生する脱
水ケーキについて、すべて再
生利用しなければならない。
ただし、事業者ただし、事業者ただし、事業者ただし、事業者のののの申し入れに申し入れに申し入れに申し入れに
よる関係者協議会で協議のよる関係者協議会で協議のよる関係者協議会で協議のよる関係者協議会で協議の
上、再生利用が困難な状況に上、再生利用が困難な状況に上、再生利用が困難な状況に上、再生利用が困難な状況に
ついてやむを得ないと県企業ついてやむを得ないと県企業ついてやむを得ないと県企業ついてやむを得ないと県企業
庁が判断した場合は、事業者庁が判断した場合は、事業者庁が判断した場合は、事業者庁が判断した場合は、事業者
は最終処分場への埋め立てのは最終処分場への埋め立てのは最終処分場への埋め立てのは最終処分場への埋め立ての
方法により、脱水ケーキを処方法により、脱水ケーキを処方法により、脱水ケーキを処方法により、脱水ケーキを処
理することができる。事業者理することができる。事業者理することができる。事業者理することができる。事業者
は、脱水ケーキの最終処分へは、脱水ケーキの最終処分へは、脱水ケーキの最終処分へは、脱水ケーキの最終処分へ
の埋め立てについて、維持管の埋め立てについて、維持管の埋め立てについて、維持管の埋め立てについて、維持管
理期間中、４回を超えて関係理期間中、４回を超えて関係理期間中、４回を超えて関係理期間中、４回を超えて関係
者協議会による協議を申し入者協議会による協議を申し入者協議会による協議を申し入者協議会による協議を申し入
れることはできない。れることはできない。れることはできない。れることはできない。

2 脱水ケーキの形状について
は、事業者により脱水ケーキ
の適切な再生利用が可能な形
状であれば、いかなる形状で
あるとを問わない｡

第第第第4444節　県企業庁による業務の確認節　県企業庁による業務の確認節　県企業庁による業務の確認節　県企業庁による業務の確認
等等等等
（県企業庁による説明要求及び立会い）
第44条 県企業庁は、事業者に対し、

維持管理･運営期間中、排水
処理施設の維持管理･運営等
業務について、随時その説明
を求めることができるものと
し、また、排水処理施設にお
いて維持管理･運営状況を自
ら立会いの上確認することが
できるものとする｡

2 事業者は、前項に規定する維
持管理･運営状況その他につ
いての説明及び県企業庁によ

力）
第42条 事業者は、新設施設の運転開

始後に不要となる既存脱水施
設の県企業庁による解体撤去
工事に関して、解体撤去作業
を円滑に実施できるように協
力しなければならない。

第３節　脱水ケーキの再生利用第３節　脱水ケーキの再生利用第３節　脱水ケーキの再生利用第３節　脱水ケーキの再生利用
（脱水ケーキの性状及び再生利用）
第43条 事業者は、排水処理施設によ

る脱水処理により生成した生成した生成した生成した脱
水ケーキについて、すべて再
生利用しなければならない。

2 脱水ケーキの形状について
は、事業者により脱水ケーキ
の適切な再生利用が可能な形
状であれば、いかなる形状で
あるとを問わない｡

第第第第4444節　県企業庁による業務の確認節　県企業庁による業務の確認節　県企業庁による業務の確認節　県企業庁による業務の確認
等等等等
（県企業庁による説明要求及び立会い）
第44条 県企業庁は、事業者に対し、

維持管理･運営期間中、排水
処理施設の維持管理･運営等
業務について、随時その説明
を求めることができるものと
し、また、排水処理施設にお
いて維持管理･運営状況を自
ら立会いの上確認することが
できるものとする｡

2 事業者は、前項に規定する維
持管理･運営状況その他につ
いての説明及び県企業庁によ

文言の整理、統
一

再生利用困難時
の緊急避難を認
める旨規定
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
る確認の実施について県企業
庁に対して最大限の協力を行
わなければならない｡

3 前2項に規定する説明又は確
認の結果、排水処理施設の維
持管理･運営状況が、本契
約、業務要求水準書、提案
書、維持管理･運営仕様書又
は業務計画書の内容を逸脱し
ていることが判明した場合、
県企業庁は事業者に対して期
限を定めてその是正を勧告す
るものとする｡この場合、事
業者は県企業庁に対して次条
に規定する業務報告書におい
てかかる勧告に対する対応状
況を報告しなければならな
い｡

（業務報告書等の提出）
第45条 事業者は、維持管理･運営等

業務の履行結果を正確に記載
した業務日報を毎日作成する
ものとする。業務日報に記載
されるべき具体的な項目及び
内容は、本契約締結後に事業
者が作成し県企業庁に対して
提出する業務計画書を基基基基に、に、に、に、
関係者協議会における県企業
庁との協議を経て決定される
ものとする。業務日報には脱
水ケーキの再生利用状況を記
載するとともに、これを証明
するに足りる書面を添付する
こととする｡

2 事業者は、維持管理・運営期
間中は、毎月、維持管理･運
営業務にかかる業務報告書を
作成し、翌月の5日までに県
企業庁に提出するものとす
る。

3 事業者は、毎年度各四半期終
了後14日以内に、当該四半
期にかかる維持管理･運営業
務に関する業務総括表を県企
業庁に対して提出する。

4 事業者は、各事業年度終了後
1ヶ月以内に、当該事業年度
に係る維持管理･運営業務に
関する業務年報を県企業庁に

る確認の実施について県企業
庁に対して最大限の協力を行
わなければならない｡

3 前2項に規定する説明又は確
認の結果、排水処理施設の維
持管理･運営状況が、本契
約、業務要求水準書、提案
書、維持管理･運営仕様書又
は業務計画書の内容を逸脱し
ていることが判明した場合、
県企業庁は事業者に対して期
限を定めてその是正を勧告す
るものとする｡この場合、事
業者は県企業庁に対して次条
に規定する業務報告書におい
てかかる勧告に対する対応状
況を報告しなければならな
い｡

（業務報告書等の提出）
第45条 事業者は、維持管理･運営等

業務の履行結果を正確に記載
した業務日報を毎日作成する
ものとする。業務日報に記載
されるべき具体的な項目及び
内容は、本契約締結後に事業
者が作成し県企業庁に対して
提出する業務計画書をもともともともと
に、に、に、に、関係者協議会における県
企業庁との協議を経て決定さ
れるものとする。業務日報に
は脱水ケーキの再生利用状況
を記載するとともに、これを
証明するに足りる書面を添付
することとする｡

2 事業者は、維持管理・運営期
間中は、毎月、維持管理･運
営業務にかかる業務報告書を
作成し、翌月の5日までに県
企業庁に提出するものとす
る。

3 事業者は、毎年度各四半期終
了後14日以内に、当該四半
期にかかる維持管理･運営業
務に関する業務総括表を県企
業庁に対して提出する。

4 事業者は、各事業年度終了後
1ヶ月以内に、当該事業年度
に係る維持管理･運営業務に
関する業務年報を県企業庁に

文言の整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
対して提出する。

（モニタリングの実施）
第46条 県企業庁は、事業者が提供す

るサービスの質及び内容を確
保するため、以下のとおりモ
ニタリングを行い、翌月10
日までに当該月の業務状況に
ついて事業者に通知する。

　　　 (1)日常モニタリング
事業者は、前条に規定さ
れた業務日報をその日ごごごご
ととととに県企業庁に提出する
ものとする。かかる日常
モニタリングの項目及び
方法は、本契約締結後に
事業者が作成する維持管
理・運営仕様書及び業務
計画書を基基基基にににに県企業庁で
策定する。

  (2)定期モニタリング
　県企業庁は、月に1回、
前条に基づき提出された
業務報告書の内容を確認の内容を確認の内容を確認の内容を確認
する他、必要に応じて排
水処理施設を事業者とと
もに巡回する。

　　　 (3)随時モニタリング
　県企業庁は必要と認める
ときは、随時モニタリング
を実施する。

2 事業者事業者事業者事業者は、何らかの事由で本
契約、業務要求水準書、提案
書及び維持管理･運営仕様書
に記載された維持管理･運営
等業務に係るサービスの質又
は内容を達成できない状況が
生じ、かつ、これを事業者自
らが認識した場合、その理由
及び状況並びに対応方針等を
記載した書面を直ちに県企業
庁に対して提出するととも
に、かかる書面の提出と同時
に口頭にて県企業庁に対して
これを報告しなければならな
い。

（健康診断の実施）
第47条 事業者は、排水処理施設にお

いて維持管理･運営等業務に

対して提出する。

（モニタリングの実施）
第46条 県企業庁は、事業者が提供す

るサービスの質及び内容を確
保するため、以下のとおりモ
ニタリングを行い、翌月10
日までに当該月の業務状況に
ついて事業者に通知する。

　　　 (1)日常モニタリング
事業者は、前条に規定さ
れた業務日報をその日毎毎毎毎
に県企業庁に提出するも
のとする。かかる日常モ
ニタリングの項目及び方
法は、本契約締結後に事
業者が作成する維持管
理・運営仕様書及び業務
計画書を元に元に元に元に県企業庁で
策定する。

  (2)定期モニタリング
　県企業庁は、月に1回、
前条に基づき提出された
業務報告書を検討を検討を検討を検討する
他、必要に応じて排水処
理施設を事業者とともに
巡回する。

　　　 (3)随時モニタリング
　県企業庁は必要と認める
ときは、随時モニタリング
を実施する。

2 　　　　業者業者業者業者は、何らかの事由で本
契約、業務要求水準書、提案
書及び維持管理･運営仕様書
に記載された維持管理･運営
等業務に係るサービスの質又
は内容を達成できない状況が
生じ、かつ、これを事業者自
らが認識した場合、その理由
及び状況並びに対応方針等を
記載した書面を直ちに県企業
庁に対して提出するととも
に、かかる書面の提出と同時
に口頭にて県企業庁に対して
これを報告しなければならな
い。

（健康診断の実施）
第47条 事業者は、排水処理施設にお

いて維持管理･運営等業務に

文言の整理

誤植修正

文言の整理

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
従事している者（事業者の従
業員であるか否かを問わな
い｡）について、「水道法」
（昭和32年法律第177号）の
定めるところに従い、定期及
び臨時の健康診断を実施しな
ければならない。なお、事業
者は実施結果を速やかに県企
業庁に報告する｡

第第第第5555節　サービス購入料の支払節　サービス購入料の支払節　サービス購入料の支払節　サービス購入料の支払
（サービス購入料の支払）
第48条 県企業庁は、事業者の遂行す

る排水処理施設の維持管理･
運営等業務に関し、毎年度各
四半期に１回、第45条に基
づき事業者から提出を受けた
業務日報及び必要に応じて県
企業庁が実施した巡回により
当該業務の状況を確認の上、
かかるサービス提供の対価と
して別紙別紙別紙別紙８８８８に規定する金額
を、同記載の支払方法（原則
として、各四半期終了後の翌各四半期終了後の翌各四半期終了後の翌各四半期終了後の翌
月の末日月の末日月の末日月の末日（当該期日が銀行営（当該期日が銀行営（当該期日が銀行営（当該期日が銀行営
業日でない場合は翌営業日と業日でない場合は翌営業日と業日でない場合は翌営業日と業日でない場合は翌営業日と
する。）までとする。ただする。）までとする。ただする。）までとする。ただする。）までとする。ただ
し、県企業庁に対する事業者し、県企業庁に対する事業者し、県企業庁に対する事業者し、県企業庁に対する事業者
の請求書に不備がある場合の請求書に不備がある場合の請求書に不備がある場合の請求書に不備がある場合
は、この限りではない。は、この限りではない。は、この限りではない。は、この限りではない。）
で、排水処理施設の維持管
理･運営期間中、事業者に対
してサービス購入料として支
払うものとする。

（サービス購入料の減額）
第49条　第46条に定めるモニタリングの

結果、維持管理･運営等業務
について、本契約、業務要求
水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書に記載された
県企業庁が求める水準を満た
していない事項が存在するこ
とが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判明した場
合、県企業庁は別紙別紙別紙別紙９９９９に記載
する手続に基づいてサービス
購入料を減額するものとす
る。

従事している者（事業者の従
業員であるか否かを問わな
い｡）について、水道法（昭
和32年法律第177号）の定め
るところに従い、定期及び臨
時の健康診断を実施しなけれ
ばならない。なお、事業者は
実施結果を速やかに県企業庁
に報告する｡

第第第第5555節　サービス購入料の支払節　サービス購入料の支払節　サービス購入料の支払節　サービス購入料の支払
（サービス購入料の支払）
第48条 県企業庁は、事業者の遂行す

る排水処理施設の維持管理･
運営等業務に関し、毎年度各
四半期に１回、第46条に基
づき事業者から提出を受けた
業務日報及び必要に応じて県
企業庁が実施した巡回により
当該業務の状況を確認の上、
かかるサービス提供の対価と
して別紙別紙別紙別紙7777に規定する金額
を、同記載の支払方法（原則
として、四半期に１回、事業四半期に１回、事業四半期に１回、事業四半期に１回、事業
者の請求書が、県企業庁に受者の請求書が、県企業庁に受者の請求書が、県企業庁に受者の請求書が、県企業庁に受
理された日から理された日から理された日から理された日から30303030日以内と日以内と日以内と日以内と
する。する。する。する。         

                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                        ）で、排水

処理施設の維持管理･運営期
間中、事業者に対してサービ
ス購入料として支払うものと
する。

（サービス購入料の減額）
第49条　第46条に定めるモニタリングの

結果、維持管理･運営等業務
について、本契約、業務要求
水準書、提案書及び維持管
理･運営仕様書に記載された
県企業庁が求める水準を満た
していない事項が存在するこ
とが県企業庁に県企業庁に県企業庁に県企業庁に判明した場
合、県企業庁は別紙別紙別紙別紙8888に記載
する手続に基づいてサービス
購入料を減額するものとす
る。

支払方法の記載
の整理

文言の整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
（サービス購入料の返還）
第50条　第45条に定める業務報告書等に

虚偽の記載があることが判明
した場合、事業者は、県企業
庁に対して、当該虚偽記載が
なければ県企業庁が減額し得
たサービス購入料に相当する
額を返還しなければならな
い。

（県企業庁の承諾が必要な事項）
第51条 事業者は、県企業庁に対する

サービス購入料請求権又はそ
の他本契約に基づき若しくは
本件事業に関し県企業庁に対
して有することとなる一切の
権利について、特定の金融機
関その他の第三者に対し、債
権譲渡､代理受領､質権及び担
保権の設定その他の処分を行
うときは、予めその具体的内
容を明らかにし、事前に処分
又は担保設定等の契約書案を
県企業庁に提出した上で、県
企業庁の書面による承諾を得
なければならない。この場合
において、県企業庁は合理的
な理由なく、かかる承諾を留
保又は遅延しないものとす
る。

2  県企業庁が前項の承諾を与
える場合には、以下の条件を
付することとする｡この場
合、金融機関その他の第三者
は以下の条件を承諾するもの
とする。

(1) 県企業庁は、本契約に基
づきサービス購入料の減
額、支払停止ができる。

  (2) 県企業庁が事業者に対し
て本契約に基づく金銭支
払請求権（違約金請求権
及び損害賠償請求権を含
む｡）を取得した場合に
は、当該請求権相当額を
サービス購入料から控除
できる。

3 第1項の規定は、事業者が、
事業者の有する預金債権に対
して、金融機関その他の第三

（サービス購入料の返還）
第50条　第45条に定める業務報告書等に

虚偽の記載があることが判明
した場合、事業者は、県企業
庁に対して、当該虚偽記載が
なければ県企業庁が減額し得
たサービス購入料に相当する
額を返還しなければならな
い。

（県企業庁の承諾が必要な事項）
第51条 事業者は、県企業庁に対する

サービス購入料請求権又はそ
の他本契約に基づき若しくは
本件事業に関し県企業庁に対
して有することとなる一切の
権利について、特定の金融機
関その他の第三者に対し、債
権譲渡､代理受領､質権及び担
保権の設定その他の処分を行
うときは、予めその具体的内
容を明らかにし、事前に処分
又は担保設定等の契約書案を
県企業庁に提出した上で、県
企業庁の書面による承諾を得
なければならない。この場合
において、県企業庁は合理的
な理由なく、かかる承諾を留
保又は遅延しないものとす
る。

2  県企業庁が前項の承諾を与
える場合には、以下の条件を
付することとする｡この場
合、金融機関その他の第三者
は以下の条件を承諾するもの
とする。
(1) 県企業庁は、本契約に基
づきサービス購入料の減
額、支払停止ができる。

  (2) 県企業庁が事業者に対し
て本契約に基づく金銭支
払請求権（違約金請求権
及び損害賠償請求権を含
む｡）を取得した場合に
は、当該請求権相当額を
サービス購入料から控除
できる。

3 第1項の規定は、事業者が、
事業者の有する預金債権に対
して、金融機関その他の第三
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
者に対し、債権譲渡､代理受
領､質権及び担保権の設定そ
の他の処分を行う場合にも準
用する｡

第第第第6666節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生
（第三者に及ぼした損害）
第52条 事業者が、維持管理･運営等

業務をををを履行する過程で、又は
履行した結果、第三者に損害
が発生したときは、事業者が
その損害を賠償しなければな
らない。また、維持管理･運
営等業務の履行に伴い通常通常通常通常避
けることができない騒音、振
動、臭気の発生等により第三
者に損害が発生したときは、
事業者がその損害を負担しな
ければならない（ただし、そ
の損害のうち県企業庁の責め
に帰すべき事由により生じた
ものについては県企業庁が負
担する。）。

2 前項の場合を除き、維持管理･
運営等業務に関し不可抗力に
より第三者に生じた生じた生じた生じた損害が発
生した場合、当該損害は、別は、別は、別は、別
紙紙紙紙3333のとおりの負担とする。のとおりの負担とする。のとおりの負担とする。のとおりの負担とする。

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

                        この場合、必要に応
じて県企業庁及び事業者は、
関係者協議会においてかかる
当該損害の負担方法等につい
て協議して決定することがで
きるものとする。

（不可抗力及び法令変更により生じた損
害等）

第53条 不可抗力により、維持管理･
運営等業務に合理的な増加費
用又は生じた生じた生じた生じた損害が発生した
場合、当該増加費用及び及び及び及び損害
は、別紙は、別紙は、別紙は、別紙3333のとおりの負担とのとおりの負担とのとおりの負担とのとおりの負担と
する。する。する。する。

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                こ

者に対し、債権譲渡､代理受
領､質権及び担保権の設定そ
の他の処分を行う場合にも準
用する｡

第第第第6666節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生節　損害等の発生
（第三者に及ぼした損害）
第52条 事業者が、維持管理･運営等

業務のののの履行する過程で、又は
履行した結果、第三者に損害
が発生したときは、事業者が
その損害を賠償しなければな
らない。また、維持管理･運
営等業務の履行に伴い            避
けることができない騒音、振
動、臭気の発生等により第三
者に損害が発生したときは、
事業者がその損害を負担しな
ければならない（ただし、そ
の損害のうち県企業庁の責め
に帰すべき事由により生じた
ものについては県企業庁が負
担する。）。

2 前項の場合を除き、維持管
理･運営等業務に関し不可抗
力により第三者に                    損害
が発生した場合、当該損害の
うち100分の1までのものを
事業者が負担するものとし、
これを超える当該損害につい
ては県企業庁が負担するもの
とする。この場合、必要に応
じて県企業庁及び事業者は、
関係者協議会においてかかる
当該損害の負担方法等につい
て協議して決定することがで
きるものとする。

（不可抗力及び法令変更により生じた損
害等）

第53条 不可抗力により、維持管理･
運営等業務に合理的な増加費
用又は                    損害が発生した
場合、当該増加費用又は又は又は又は損害
のうちのうちのうちのうち100100100100分の分の分の分の1111までのものまでのものまでのものまでのもの
を事業者が負担するものとを事業者が負担するものとを事業者が負担するものとを事業者が負担するものと
し、これを超える当該増加費し、これを超える当該増加費し、これを超える当該増加費し、これを超える当該増加費
用又は損害については県企業用又は損害については県企業用又は損害については県企業用又は損害については県企業
庁が負担するものとする。庁が負担するものとする。庁が負担するものとする。庁が負担するものとする。こ

規定の明確化

維持管理･運営期
間中の不可抗力
リスク分担の上
限の設定

不可抗力による
損害額の累積の
考え方を明確化
し別紙として整
理

維持管理･運営期
間中の不可抗力
リスク分担の上
限を規定

不可抗力による
損害額の累積の
考え方を明確化
し別紙として整
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
の場合、必要に応じて県企業
庁及び事業者は、関係者協議
会においてかかる増加費用及及及及
び損害び損害び損害び損害の負担方法等について
協議して決定することができ
るものとする。

2 法令の変更により、維持管
理･運営等業務に生じた合理
的な増加費用及び損害は、別
紙4のとおりの負担とする。
この場合、必要に応じて県企
業庁及び事業者は、関係者協
議会においてかかる増加費用
及び損害の負担方法等につい
て協議して決定することがで
きるものとする。

第6章　契約期間及び契約の終了

第第第第1111節　契約期間節　契約期間節　契約期間節　契約期間
（契約期間）
第54条 本契約は、本契約の締結日か

ら効力を生じ、平成38年3月
31日をもって終了する。

第第第第2222節　事業者の債務不履行による節　事業者の債務不履行による節　事業者の債務不履行による節　事業者の債務不履行による
契約終了契約終了契約終了契約終了

（事業者の債務不履行による契約終了）
第55条 次に掲げる場合は、県企業庁

は、事業者に対して書面によ
り通知した上で、本契約を解
除することができる。
(1)事業者が本件事業を放棄
し、30日間以上にわたり
その状態が継続したと
き。

(2)事業者にかかる破産申
立、会社更生手続開始、
民事再生手続開始、会社
整理手続開始、特別清算
手続開始その他の倒産法
制上の手続について、事
業者の取締役会でその申
立てを決議したとき又は
その他第三者（事業者の
取締役を含む。）により
その申立てがなされたと
き。

の場合、必要に応じて県企業
庁及び事業者は、関係者協議
会においてかかる増加費用の
負担方法等について協議して
決定することができるものと
する。

2 法令の変更により、維持管
理･運営等業務に生じた合理
的な増加費用及び損害は、別
紙４のとおりの負担とする。
この場合、必要に応じて県企
業庁及び事業者は、関係者協
議会においてかかる増加費用
及び損害の負担方法等につい
て協議して決定することがで
きるものとする。

第6章　契約期間及び契約の終了

第第第第1111節　契約期間節　契約期間節　契約期間節　契約期間
（契約期間）
第54条 本契約は、本契約の締結日か

ら効力を生じ、平成38年3月
31日をもって終了する。

第第第第2222節　事業者の債務不履行による節　事業者の債務不履行による節　事業者の債務不履行による節　事業者の債務不履行による
契約終了契約終了契約終了契約終了

（事業者の債務不履行による契約終了）
第55条 次に掲げる場合は、県企業庁

は、事業者に対して書面によ
り通知した上で、本契約を解
除することができる。
(1)事業者が本件事業を放棄
し、30日間以上にわたり
その状態が継続したと
き。

(2)事業者にかかる破産申
立、会社更生手続開始、
民事再生手続開始、会社
整理手続開始、特別清算
手続開始その他の倒産法
制上の手続について、事
業者の取締役会でその申
立てを決議したとき又は
その他第三者（事業者の
取締役を含む。）により
その申立てがなされたと
き。

理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
(3)事業者（事業者から再生事業者から再生事業者から再生事業者から再生
利用を委託されたものを利用を委託されたものを利用を委託されたものを利用を委託されたものを
含む｡）含む｡）含む｡）含む｡）が、脱水ケーキ
を不法に投棄し又は県企し又は県企し又は県企し又は県企
業庁の承諾を得ず業庁の承諾を得ず業庁の承諾を得ず業庁の承諾を得ず埋立て
を行ったとき。ただし、ただし、ただし、ただし、
かかるかかるかかるかかる事業者に帰責事由事業者に帰責事由事業者に帰責事由事業者に帰責事由
が存在しないことが判明が存在しないことが判明が存在しないことが判明が存在しないことが判明
した場合を除く｡した場合を除く｡した場合を除く｡した場合を除く｡

（運営開始日前の解除）
第56条 本契約締結以後新設施設の事

業者から県企業庁に対する引
渡しまでの間において、事業
者の責に帰すべき事由によ
り、次に掲げる事項が発生し
た場合は、県企業庁は、事業
者に対して書面により通知し
た上で本契約を解除すること
ができる。
(1)事業者が、全体スケジュ
ール表に記載された工事
開始日を過ぎても本件工
事に着手せず、県企業庁
が相当の期間を定めて事
業者に対して催告したに
もかかわらず、事業者か
ら県企業庁に対して県企
業庁が満足すべき合理的
説明がなされないとき。

(2)設計・建設期間内に新設
施設が完成しないとき又
は設計・建設期間経過
後、相当の期間内に工事
を完成する見込みが明ら
かに存在しないと県企業
庁が認めたとき。

(3)排水処理施設の維持管
理・運営体制が引渡日よ
り30日経過しても整わな
いとき。

(4)前3号に掲げる場合のほ
か、事業者が、本契約の
目的を達することができ
ないと認められるような
重大な違反をなし、県企
業庁による相当期間を定
めた催告後も是正がなさ
れないとき。

2 前項により本契約が解除され

(3)事業者
                                                                                                       
                           が、脱水ケーキを
不法に投棄又は又は又は又は

                                        埋立てを行なっ
たとき（事業者から再生（事業者から再生（事業者から再生（事業者から再生
利用を委託された者が不利用を委託された者が不利用を委託された者が不利用を委託された者が不
法に投棄又は埋立てを行法に投棄又は埋立てを行法に投棄又は埋立てを行法に投棄又は埋立てを行
なったときを含む。）なったときを含む。）なったときを含む。）なったときを含む。）。

（運営開始日前の解除）
第56条 本契約締結以後新設施設の事

業者から県企業庁に対する引
渡しまでの間において、事業
者の責に帰すべき事由によ
り、次に掲げる事項が発生し
た場合は、県企業庁は、事業
者に対して書面により通知し
た上で本契約を解除すること
ができる。
(1)事業者が、全体スケジュ
ール表に記載された工事
開始日を過ぎても本件工
事に着手せず、県企業庁
が相当の期間を定めて事
業者に対して催告したに
もかかわらず、事業者か
ら県企業庁に対して県企
業庁が満足すべき合理的
説明がなされないとき。

(2)設計・建設期間内に新設
施設が完成しないとき又
は設計・建設期間経過
後、相当の期間内に工事
を完成する見込みが明ら
かに存在しないと県企業
庁が認めたとき。

(3)排水処理施設の維持管
理・運営体制が引渡日よ
り30日経過しても整わな
いとき。

(4)前3号に掲げる場合のほ
か、事業者が、本契約の
目的を達することができ
ないと認められるような
重大な違反をなし、県企
業庁による相当期間を定
めた催告後も是正がなさ
れないとき。

2 前項により本契約が解除され

再生利用の契約
解除要件の変更
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
た場合、事業者は、特段の合
意がない限り、県企業庁に対
して、サービス購入料のうち
本件工事費等相当額額額額の１０％
に相当する金額を違約金とし
て支払うものとする。また、
県企業庁は、新設施設の出来
形部分を検査の上、買い受け
るものとし、当該出来形部分
の買受代金と上記違約金を対
等額で相殺することにより決
済することができる。この場
合､県企業庁は、①サービス
購入料のうち本件工事費等相
当額額額額の残額を一括して支払う
か、                ②サービス購入料の
うち本件工事費等相当額額額額の残
額にこれにかかる支払利息を
加算して得られる金額を解除
前の支払スケジュールに従っ
て支払うか、又は又は又は又は③事業者と
の別段の合意に基づく支払方
法に従って支払うかのいずれ
かを選択できるものとする。

3   前項の規定は、損害賠償額を
予定したものではなく、県企
業庁が前項記載の金額以上に
事業者に対して損害賠償の請
求を行うことを妨げるもので
はない。

（運営開始日以後の解除）
第57条 新設施設の引渡日以降におい

て、事業者の責めに帰すべき
事由により、次に掲げる事項
が発生した場合は、県企業庁
は事業者に対して書面により
相当の期間を定めて事業者に
おいて当該違反行為を治癒す
べき旨を通知するものとす
る。この場合、当該相当期間
中にかかる違反行為が治癒さ
れないときには、事業者に対
して書面により通知をした上
で本契約を解除することがで
きる。
(1)事業者が排水処理施設に
ついて、本契約、業務要
求水準書、提案書及び維
持管理･運営仕様書に従

た場合、事業者は、特段の合
意がない限り、県企業庁に対
して、サービス購入料のうち
本件工事費等相当分分分分の１０％
に相当する金額を違約金とし
て支払うものとする。また、
県企業庁は、新設施設の出来
形部分を検査の上、買い受け
るものとし、当該出来形部分
の買受代金と上記違約金を対
等額で相殺することにより決
済することができる。この場
合､県企業庁は、①サービス
購入料のうち本件工事費等相
当分分分分の残額を一括して支払う
か、又は又は又は又は②サービス購入料の
うち本件工事費等相当分分分分の残
額にこれにかかる支払利息を
加算して得られる金額を解除
前の支払スケジュールに従っ
て支払うか、                ③事業者と
の別段の合意に基づく支払方
法に従って支払うかのいずれ
かを選択できるものとする。

3   前項の規定は、損害賠償額を
予定したものではなく、県企
業庁が前項記載の金額以上に
事業者に対して損害賠償の請
求を行うことを妨げるもので
はない。

（運営開始日以後の解除）
第57条 新設施設の引渡日以降におい

て、事業者の責めに帰すべき
事由により、次に掲げる事項
が発生した場合は、県企業庁
は事業者に対して書面により
相当の期間を定めて事業者に
おいて当該違反行為を治癒す
べき旨を通知するものとす
る。この場合、当該相当期間
中にかかる違反行為が治癒さ
れないときには、事業者に対
して書面により通知をした上
で本契約を解除することがで
きる。
(1)事業者が排水処理施設に
ついて、本契約、業務要
求水準書、提案書及び維
持管理･運営仕様書に従

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
った維持管理･運営等業
務を行わないとき。

(2)事業者の責めに帰すべき
事由により、本契約の履
行が不能となったとき。

2 前項により本契約が解除され
た場合、県企業庁は、①サー
ビス購入料のうち本件工事費
等相当額額額額の残額の100分の90
に相当する額を一括して支払
うか、    ②サービス購入料の
うち本件工事費等相当額額額額の残
額にこれにかかる支払利息を
加算して得られる金額の100
分の90に相当する額を解除
前の支払スケジュールに従っ
て支払うか、又は又は又は又は③事業者と
の別段の合意に基づく支払方
法に従って支払うかのいずれ
かを選択することができるも
のとする。

3 前項の規定は、損害賠償額の
予定を定めたものではなく、
県企業庁が前項記載の金額以
上に事業者に対して損害賠償
の請求を行うことを妨げるも
のではない。

第第第第3333節　県企業庁の債務不履行によ節　県企業庁の債務不履行によ節　県企業庁の債務不履行によ節　県企業庁の債務不履行によ
る契約終了る契約終了る契約終了る契約終了
（県企業庁の債務不履行による契約終

了）
第58条 県企業庁が、本契約に基づい

て事業者に対して履行すべき
支払いを遅延し、かつ、県企
業庁が事業者から書面による
催告を受けた後6ヶ月を経て
もかかる支払いを行わない場
合、事業者は県企業庁にあら
ためて書面により本契約を終
了する旨の通知を行い、本契
約を終了させることができ
る。

2 前項の場合、県企業庁は、当
該支払うべき金額につき、遅
延日数に応じ年年年年3.63.63.63.6％％％％の割合
で計算した額を事業者に対し
て遅延損害金として支払う。

3 第1項に基づき本契約が終了

った維持管理･運営等業
務を行わないとき。

(2)事業者の責めに帰すべき
事由により、本契約の履
行が不能となったとき。

2 前項により契約が解除された
場合、県企業庁は、①サービ
ス購入料のうち本件工事費等
相当分分分分の残額の100分の90に
相当する額を一括して支払う
か、又は又は又は又は②サービス購入料の
うち本件工事費等相当分分分分の残
額にこれにかかる支払利息を
加算して得られる金額の100
分の90に相当する額を解除
前の支払スケジュールに従っ
て支払うか、        ③事業者との
別段の合意に基づく支払方法
に従って支払うかのいずれか
を選択することができるもの
とする。

3 前項の規定は、損害賠償額の
予定を定めたものではなく、
県企業庁が前項記載の金額以
上に事業者に対して損害賠償
の請求を行うことを妨げるも
のではない。

第第第第3333節　県企業庁の債務不履行による契節　県企業庁の債務不履行による契節　県企業庁の債務不履行による契節　県企業庁の債務不履行による契
約終了約終了約終了約終了
（県企業庁の債務不履行による契約終

了）
第58条 県企業庁が、本契約に基づい

て事業者に対して履行すべき
支払いを遅延し、かつ、県企
業庁が事業者から書面による
催告を受けた後6ヶ月を経て
もかかる支払いを行わない場
合、事業者は県企業庁にあら
ためて書面により本契約を終
了する旨の通知を行い、本契
約を終了させることができ
る。

2 前項の場合、県企業庁は、当
該支払うべき金額につき、遅
延日数に応じ年年年年8.258.258.258.25％％％％の割合
で計算した額を事業者に対し
て遅延損害金として支払う。

3 第1項に基づき本契約が終了

誤植修正

神奈川県公営企
業財務規程の改
正に伴うもの
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
した場合においても、県企業
庁は、新設施設の所有権を保
持、取得した上で、①サービ
ス購入料のうち本件工事費等
相当額額額額の残額を一括して支払
うか、                ②サービス購入料
のうち本件工事費等相当額額額額の
残額にこれにかかる支払利息
を加算して得られる金額を解
除前の支払スケジュールに従
って支払うか、又は又は又は又は③事業者
との別段の合意に基づく支払
方法に従って支払うかのいず
れかを選択できるものとす
る。

４  第2項の規定は、損害賠償額
の予定を定めたものではな
く、事業者が県企業庁事業者が県企業庁事業者が県企業庁事業者が県企業庁

                                                        に対して損害賠償
の請求を行うことを妨げるも
のではない。

第第第第4444節　法令変更による契約終了節　法令変更による契約終了節　法令変更による契約終了節　法令変更による契約終了
（法令変更による契約の終了）
第59条　第67条の協議にもかかわらず、

本契約の締結後における法令
変更により、県企業庁が本件
事業の継続が困難と判断した
場合又は本契約の履行のため
に多大な費用を要すると判断
した場合、県企業庁は、事業
者に通知の上、本契約を解除
することができる。この場
合、新設施設が県企業庁に引
き渡されているときは、その
所有権は県企業庁が保持する
ものとし、新設施設が県企業
庁に引き渡されていないとき
は、県企業庁は出来形部分
（引渡し前の当該新設施設を
含む。）を検査の上、これを
買取るものとする。なお、こ
れらの場合、県企業庁は、①
サービス購入料のうち本件工
事費等相当額額額額の残額を一括し
て支払うか、                ②サービス
購入料のうち本件工事費等相
当額額額額の残額にこれにかかる支
払利息を加算して得られる金
額を解除前の支払スケジュー

した場合においても、県企業
庁は、新設施設の所有権を保
持、取得した上で、①サービ
ス購入料のうち本件工事費等
相当分分分分の残額を一括して支払
うか、又は、又は、又は、又は、②サービス購入
料のうち本件工事費等相当分分分分
の残額にこれにかかる支払利
息を加算して得られる金額を
解除前の支払スケジュールに
従って支払うか、        ③事業者
との別段の合意に基づく支払
方法に従って支払うかのいず
れかを選択できるものとす
る。

４ 前項の規定は、損害賠償額の
予定を定めたものではなく、
県企業庁が前項記載の金額以県企業庁が前項記載の金額以県企業庁が前項記載の金額以県企業庁が前項記載の金額以
上に事業者上に事業者上に事業者上に事業者に対して損害賠償
の請求を行なうことを妨げる
ものではない。

第第第第4444節　法令変更による契約終了節　法令変更による契約終了節　法令変更による契約終了節　法令変更による契約終了
（法令変更による契約の終了）
第59条　第67条の協議にもかかわらず、

本契約の締結後における法令
変更により、県企業庁が本件
事業の継続が困難と判断した
場合又は本契約の履行のため
に多大な費用を要すると判断
した場合、県企業庁は、事業
者に通知の上、本契約を解除
することができる。この場
合、新設施設が県企業庁に引
き渡されているときは、その
所有権は県企業庁が保持する
ものとし、新設施設が県企業
庁に引き渡されていないとき
は、県企業庁は出来形部分
（引渡し前の当該新設施設を
含む。）を検査の上、これを
買取るものとする。なお、こ
れらの場合、県企業庁は、①
サービス購入料のうち本件工
事費等相当分分分分の残額を一括し
て支払うか、又は又は又は又は②サービス
購入料のうち本件工事費等相
当分分分分の残額にこれにかかる支
払利息を加算して得られる金
額を解除前の支払スケジュー

誤植修正

誤植修正

誤植修正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
ルに従って支払うか、又は又は又は又は③
事業者と別段の合意に基づく
支払方法に従って支払うかの
いずれかを選択するものとす
る。ただし、新設施設が未完
成であるときは､県企業庁の県企業庁の県企業庁の県企業庁の
評価に係る出来形部分評価に係る出来形部分評価に係る出来形部分評価に係る出来形部分に相応
する工事費相当額に限るもの
とする。

第第第第5555節　不可抗力による契約終了節　不可抗力による契約終了節　不可抗力による契約終了節　不可抗力による契約終了
（不可抗力による契約終了）
第60条　　第69条の規定にもかかわら

ず、本契約の締結後における
不可抗力により、県企業庁が
本件事業の継続が困難と判断
した場合又は本契約の履行の
ために多大な費用を要すると
判断した場合、県企業庁は、
事業者に通知の上で、本契約
を解除することができる。こ
の場合、新設施設がががが県企業庁
に引き渡されているときは、
その所有権は県企業庁が保持
するものとし、新設施設が県
企業庁に引き渡されていない
ときは、県企業庁は出来形部
分（引渡し前の当該新設施設
を含む。）を検査の上、これ
を買取るものとする。なお、
これらの場合、県企業庁は、
①サービス購入料のうち本件
工事費等相当額額額額の残額を一括
して支払うか、        ②サービス
購入料のうち本件工事費等相
当額額額額の残額にこれにかかる支
払利息を加算して得られる金
額を解除前の支払スケジュー
ルに従って支払うか、又は又は又は又は③
事業者と別段の合意に基づく
支払方法に従って支払うかの
いずれかを選択するものとす
る。ただし、新設施設が未完
成であるときは､県企業庁の県企業庁の県企業庁の県企業庁の
評価に係る出来形部分の評価に係る出来形部分の評価に係る出来形部分の評価に係る出来形部分の工事
費相当額に限るものとする。

第第第第6666節　事業関係終了に際しての処置節　事業関係終了に際しての処置節　事業関係終了に際しての処置節　事業関係終了に際しての処置

（事業関係終了に際しての処置）

ルに従って支払うか、                ③
事業者と別段の合意に基づく
支払方法に従って支払うかの
いずれかを選択するものとす
る。ただし、新設施設が未完
成であるときは､出来高部分出来高部分出来高部分出来高部分
に相応する工事費相当額に限
るものとする。

第第第第5555節　不可抗力による契約終了節　不可抗力による契約終了節　不可抗力による契約終了節　不可抗力による契約終了
（不可抗力による契約終了）
第60条　　第69条の規定にもかかわら

ず、本契約の締結後における
不可抗力により、県企業庁が
本件事業の継続が困難と判断
した場合又は本契約の履行の
ために多大な費用を要すると
判断した場合、県企業庁は、
事業者に通知の上で、本契約
を解除することができる。こ
の場合、新設施設        県企業庁
に引き渡されているときは、
その所有権は県企業庁が保持
するものとし、新設施設が県
企業庁に引き渡されていない
ときは、県企業庁は出来形部
分（引渡し前の当該新設施設
を含む。）を検査の上、これ
を買取るものとする。なお、
これらの場合、県企業庁は、
①サービス購入料のうち本件
工事費等相当分分分分の残額を一括
して支払うか、又は又は又は又は②サービ
ス購入料のうち本件工事費等
相当分分分分の残額にこれにかかる
支払利息を加算して得られる
金額を解除前の支払スケジュ
ールに従って支払うか、        ③
事業者と別段の合意に基づく
支払方法に従って支払うかの
いずれかを選択するものとす
る。ただし、新設施設が未完
成であるときは､出来高部分出来高部分出来高部分出来高部分
に相応するに相応するに相応するに相応する工事費相当額に限
るものとする。

　　　　　　　　第第第第6666節　事業関係終了に際しての処置節　事業関係終了に際しての処置節　事業関係終了に際しての処置節　事業関係終了に際しての処置
（事業関係終了に際しての処置）

文言の整理

誤植修正

誤植修正

文言の整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
第61条 事業者は、本契約が終了した

場合において、排水処理施設
内に事業者のために設けられ
た控室等に事業者が所有又は
管理する工事材料、建設・業
務機械器具、仮設物その他の
物件（第35条で定義される
受託者等の所有又は管理する
これらの物件を含む。以下本
条において同じ。）があると
きは、当該物件の処置につき
県企業庁の指示に従わなけれ
ばならない。

2 前項の場合において、事業者
が正当な理由なく、相当の期
間内に当該物件の処置につき
県企業庁の指示に従わないと
きは、県企業庁は、事業者に
代わって当該物件を処分し、
修復、片付けその他の適当な
処置を行うことができる。こ
の場合においては、事業者
は、県企業庁の処置について
異議を申し出ることができ
ず、また、県企業庁の処置に
要した費用を負担するものと
する。

3 事業者は、本契約が終了した
場合において、その終了事由
のいかんにかかわらず、業務業務業務業務
要求水準要求水準要求水準要求水準書、提案書及び維持書、提案書及び維持書、提案書及び維持書、提案書及び維持
管理･運営仕様管理･運営仕様管理･運営仕様管理･運営仕様書に記載され書に記載され書に記載され書に記載され
た県企業庁が求める水準た県企業庁が求める水準た県企業庁が求める水準た県企業庁が求める水準を維を維を維を維
持していることを確認すると持していることを確認すると持していることを確認すると持していることを確認すると
ともに、ともに、ともに、ともに、直ちに、県企業庁に
対し、新設施設及び濃縮施設新設施設及び濃縮施設新設施設及び濃縮施設新設施設及び濃縮施設
の機器更新履歴の機器更新履歴の機器更新履歴の機器更新履歴・修繕履歴並・修繕履歴並・修繕履歴並・修繕履歴並
びにオペレーションマニュアびにオペレーションマニュアびにオペレーションマニュアびにオペレーションマニュア
ルルルル

                                                                                                                            を引き渡
            さなければならない｡

第第第第7777節　業務不履行に関する手続節　業務不履行に関する手続節　業務不履行に関する手続節　業務不履行に関する手続
（業務不履行に関する手続）
第62条 第46条に定めるモニタリン

グの結果、維持管理･運営等
業務について、本契約、業務
要求水準書、提案書及び維持
管理･運営仕様書に記載され
た県企業庁が求める水準を満

第61条 事業者は、本契約が終了した
場合において、排水処理施設
内に事業者のために設けられ
た控室等に事業者が所有又は
管理する工事材料、建設・業
務機械器具、仮設物その他の
物件（第35条で定義される
受託者等の所有又は管理する
これらの物件を含む。以下本
条において同じ。）があると
きは、当該物件の処置につき
県企業庁の指示に従わなけれ
ばならない。

2 前項の場合において、事業者
が正当な理由なく、相当の期
間内に当該物件の処置につき
県企業庁の指示に従わないと
きは、県企業庁は、事業者に
代わって当該物件を処分し、
修復、片付けその他の適当な
処置を行うことができる。こ
の場合においては、事業者
は、県企業庁の処置について
異議を申し出ることができ
ず、また、県企業庁の処置に
要した費用を負担するものと
する。

3 事業者は、本契約が終了した
場合において、その終了事由
のいかんにかかわらず、

                                                                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            

                                          直ちに、県企業庁
に対し、新設施設及び濃縮施新設施設及び濃縮施新設施設及び濃縮施新設施設及び濃縮施
設のオペレーションマニュア設のオペレーションマニュア設のオペレーションマニュア設のオペレーションマニュア
ルその他の排水処理施設を維ルその他の排水処理施設を維ルその他の排水処理施設を維ルその他の排水処理施設を維
持管理･運営するために必要持管理･運営するために必要持管理･運営するために必要持管理･運営するために必要
な資料な資料な資料な資料を引き渡さなければな
らない｡

第第第第7777節　業務不履行に関する手続節　業務不履行に関する手続節　業務不履行に関する手続節　業務不履行に関する手続
（業務不履行に関する手続）
第62条 第46条に定めるモニタリン

グの結果、維持管理･運営等
業務について、本契約、業務
要求水準書、提案書及び維持
管理･運営仕様書に記載され
た県企業庁が求める水準を満

契約終了時に業
務要求水準を維
持していること
を確認する旨明
確化

オペレーション
マニュアルを施
設竣工時の引渡
書類としたこと
に伴う改正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
たしていない事項が存在する
ことが県企業庁に判明した場
合（以下「業務不履行」と総
称する。）、の手続は以下のと
おりとする。
(1)県企業庁によるモニタリ
ングの結果、維持管理･
運営期間中において業務
不履行が確認された場
合、県企業庁は事業者に
改善措置をとることを勧
告し、改善方法及び改善
期日を記した計画書又は
説明書（以下「改善計画
書」という。）を提出す
ることを求めることがで
きる。改善計画書の内容
については関係者協議会
を経て県企業庁の承諾を
得ることを要する（ただただただただ
しししし、改善計画書に対する
県企業庁の承諾により、
県企業庁は改善結果につ
いて一切責任を負わな
い。）。

(2)県企業庁がその後の第46
条に定めるモニタリング
の結果、前号の承認を得
た改善計画書に従った改
善措置が認められないと
判断した場合、県企業庁
は、再度、事業者に対し
て改善措置の勧告から改
善計画書に基づく改善措
置まで前号と同様の手続
を行う。

(3)前2号の手続が行われたに
もかかわらず、その後の
第46条に定めるモニタリ
ングの結果、なお､事業
者による業務改善が認め
られない場合、県企業庁
は、事業者に通知の上、
県企業庁が指定する第三
者に本件事業の全部又は
一部を行なわせしめ、そ
の費用を事業者の負担と
することができる。事業
者が本件事業の全部又は
一部を受託者･下請人等

たしていない事項が存在する
ことが県企業庁に判明した場
合（以下「業務不履行」と総
称する。）、の手続は以下のと
おりとする。
(1)県企業庁によるモニタリ
ングの結果、維持管理･
運営期間中において業務
不履行が確認された場
合、県企業庁は事業者に
改善措置をとることを勧
告し、改善方法及び改善
期日を記した計画書又は
説明書（以下「改善計画
書」という。）を提出す
ることを求めることがで
きる。改善計画書の内容
については関係者協議会
を経て県企業庁の承諾を
得ることを要する（但但但但
しししし        、改善計画書に対す
る県企業庁の承諾によ
り、県企業庁は改善結果
について一切責任を負わ
ない。）。

(2)県企業庁がその後の第46
条に定めるモニタリング
の結果、前号の承認を得
た改善計画書に従った改
善措置が認められないと
判断した場合、県企業庁
は、再度、事業者に対し
て改善措置の勧告から改
善計画書に基づく改善措
置まで前号と同様の手続
を行う。

(3)前2号の手続が行われたに
もかかわらず、その後の
第46条に定めるモニタリ
ングの結果、なお､事業
者による業務改善が認め
られない場合、県企業庁
は、事業者に通知の上、
県企業庁が指定する第三
者に本件事業の全部又は
一部を行なわせしめ、そ
の費用を事業者の負担と
することができる。事業
者が本件事業の全部又は
一部を受託者･下請人等

文言の整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
に委託している場合に
は､県企業庁は、事業者
をして業務不履行にかか
る受託者・下請人等の関
係者を変更させることが
できる。

(4)前号により県企業庁によ
る第三者の指定が行われ
た場合、県企業庁は、本
件事業を継続するか否か
を検討し､県企業庁が本
件事業自体を継続させな
いと判断した場合､県企
業庁が事業者に通知する
ことにより本契約は終了
するものとする。県企業
庁が本件事業を継続させ
ると判断した場合､県企
業庁は事業者をして事業
者の本契約上の地位を県
企業庁が選定した第三者
へ譲渡せしめ、又は事業
者の株主をして､その全
株式を県企業庁が承認す
る第三者へ譲渡せしめる
ことができる。前号によ
り県企業庁が受託者･下
請人等の関係者を変更し
たにもかかわらず、第46
条のモニタリングの結
果､なお業務改善が認め
られない場合も同様とす
る。この場合、県企業庁
は最長6ヶ月間にわたり
関係者協議会を開催した
上、本件事業を継続させ
るか否かを判断する。

2 前項の規定にもかかわらず、
第46条に定めるモニタリン
グの結果、排水処理施設によ
る脱水処理により発生した発生した発生した発生した脱
水ケーキの全てについて再生
利用が行われていないことが
県企業庁に判明した場合の手
続は以下のとおりとする。
(1)第第第第55555555条第条第条第条第3333号に該当する号に該当する号に該当する号に該当する
                                                                                                           
                                                                                                       
                            場合、県企業庁が
事業者に通知することに

に委託している場合に
は､県企業庁は、事業者
をして業務不履行にかか
る受託者・下請人等の関
係者を変更させることが
できる。

(4)前号により県企業庁によ
る第三者の指定が行われ
た場合、県企業庁は、本
件事業を継続するか否か
を検討し､県企業庁が本
件事業自体を継続させな
いと判断した場合､県企
業庁が事業者に通知する
ことにより本契約は終了
するものとする。県企業
庁が本件事業を継続させ
ると判断した場合､県企
業庁は事業者をして事業
者の本契約上の地位を県
企業庁が選定した第三者
へ譲渡せしめ、又は事業
者の株主をして､その全
株式を県企業庁が承認す
る第三者へ譲渡せしめる
ことができる。前号によ
り県企業庁が受託者･下
請人等の関係者を変更し
たにもかかわらず、第46
条のモニタリングの結
果､なお業務改善が認め
られない場合も同様とす
る。この場合、県企業庁
は最長6ヶ月間にわたり
関係者協議会を開催した
上、本件事業を継続させ
るか否かを判断する。

2 前項の規定にもかかわらず、
第46条に定めるモニタリン
グの結果、排水処理施設によ
る脱水処理により生成した生成した生成した生成した脱
水ケーキの全てについて再生
利用が行われていないことが
県企業庁に県企業庁に県企業庁に県企業庁に判明した場合の手
続は以下のとおりとする。
(1) 脱水ケーキの全部又は一脱水ケーキの全部又は一脱水ケーキの全部又は一脱水ケーキの全部又は一
部について不法投棄又は部について不法投棄又は部について不法投棄又は部について不法投棄又は
不法な埋め立てが行われ不法な埋め立てが行われ不法な埋め立てが行われ不法な埋め立てが行われ
ていたていたていたていた場合､県企業庁が
事業者に通知することに

文言の整理、統
一

再生利用困難時
の緊急避難を認
める旨規定に伴
う改正
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
より本契約は終了するも
のとする。

(2)第第第第43434343条第１項但書の規定条第１項但書の規定条第１項但書の規定条第１項但書の規定
に基づき最終処分場へのに基づき最終処分場へのに基づき最終処分場へのに基づき最終処分場への
埋立てがやむを得ないと埋立てがやむを得ないと埋立てがやむを得ないと埋立てがやむを得ないと
判断された場合判断された場合判断された場合判断された場合（この場（この場（この場（この場
合においては、最終処分合においては、最終処分合においては、最終処分合においては、最終処分
場への埋立て費用は事業場への埋立て費用は事業場への埋立て費用は事業場への埋立て費用は事業
者が負担する。）、者が負担する。）、者が負担する。）、者が負担する。）、    関係関係関係関係
者協議会を経て県企業庁者協議会を経て県企業庁者協議会を経て県企業庁者協議会を経て県企業庁
に承認された改善計画書に承認された改善計画書に承認された改善計画書に承認された改善計画書
に基づき改善期間内に改に基づき改善期間内に改に基づき改善期間内に改に基づき改善期間内に改
善されないとき、県企業善されないとき、県企業善されないとき、県企業善されないとき、県企業
庁が事業者に通知するこ庁が事業者に通知するこ庁が事業者に通知するこ庁が事業者に通知するこ
とにより本契約は終了すとにより本契約は終了すとにより本契約は終了すとにより本契約は終了す
るものとする。上記改善るものとする。上記改善るものとする。上記改善るものとする。上記改善
期間は、改善計画が承認期間は、改善計画が承認期間は、改善計画が承認期間は、改善計画が承認
された日から最大された日から最大された日から最大された日から最大180180180180日日日日
以内の期間であることを以内の期間であることを以内の期間であることを以内の期間であることを
要する。要する。要する。要する。

第7章　表明・保証及び誓約

(事業者による事実の表明・保証及び誓
約)

第63条 事業者は、県企業庁に対し
て、本契約締結日現在におい
て、次の事実を表明し、保証
する。
(1)事業者が、日本国の法律
に基づき適法に設立さ
れ、有効に存在する法人
であり、かつ、自己の財
産を所有し、本契約を締
結し、及び本契約の規定
に基づき義務を履行する
権限及び権利を有してい
ること

(2)事業者による本契約の締
結及び履行は、事業者の
目的の範囲内の行為であ

より本契約は終了するも
のとする。

(2)脱水ケーキの全部又は一脱水ケーキの全部又は一脱水ケーキの全部又は一脱水ケーキの全部又は一
部について適法な状態で部について適法な状態で部について適法な状態で部について適法な状態で
の最終処分場への埋め立の最終処分場への埋め立の最終処分場への埋め立の最終処分場への埋め立
てが行われていた場合､てが行われていた場合､てが行われていた場合､てが行われていた場合､
県企業庁は事業者に改善県企業庁は事業者に改善県企業庁は事業者に改善県企業庁は事業者に改善
措置をとることを勧告措置をとることを勧告措置をとることを勧告措置をとることを勧告
し、改善計画書を提出すし、改善計画書を提出すし、改善計画書を提出すし、改善計画書を提出す
ることを求めることがでることを求めることがでることを求めることがでることを求めることがで
きる。改善計画書の内容きる。改善計画書の内容きる。改善計画書の内容きる。改善計画書の内容
については関係者協議会については関係者協議会については関係者協議会については関係者協議会
を経て県企業庁の承認をを経て県企業庁の承認をを経て県企業庁の承認をを経て県企業庁の承認を
得ることを要する得ることを要する得ることを要する得ることを要する（但（但（但（但
し、改善計画書に対するし、改善計画書に対するし、改善計画書に対するし、改善計画書に対する
県の承認により、県は改県の承認により、県は改県の承認により、県は改県の承認により、県は改
善結果について一切責任善結果について一切責任善結果について一切責任善結果について一切責任
を負わない。）。さらに、を負わない。）。さらに、を負わない。）。さらに、を負わない。）。さらに、
その後の第その後の第その後の第その後の第46464646条に定める条に定める条に定める条に定める
モニタリングの結果､脱モニタリングの結果､脱モニタリングの結果､脱モニタリングの結果､脱
水ケーキの全部又は一部水ケーキの全部又は一部水ケーキの全部又は一部水ケーキの全部又は一部
が適法な状態での最終処が適法な状態での最終処が適法な状態での最終処が適法な状態での最終処
分場への埋め立てが行わ分場への埋め立てが行わ分場への埋め立てが行わ分場への埋め立てが行わ
れていた場合､県企業庁れていた場合､県企業庁れていた場合､県企業庁れていた場合､県企業庁
が事業者に通知することが事業者に通知することが事業者に通知することが事業者に通知すること
により本契約は終了するにより本契約は終了するにより本契約は終了するにより本契約は終了する
ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

第7章　表明・保証及び誓約

(事業者による事実の表明・保証及び誓
約)

第63条 事業者は、県企業庁に対し
て、本契約締結日現在におい
て、次の事実を表明し、保証
する。
(1)事業者が、日本国の法律
に基づき適法に設立さ
れ、有効に存在する法人
であり、かつ、自己の財
産を所有し、本契約を締
結し、及び本契約の規定
に基づき義務を履行する
権限及び権利を有してい
ること

(2)事業者による本契約の締
結及び履行は、事業者の
目的の範囲内の行為であ
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
り、事業者が本契約を締
結し、履行することにつ
き法令上及び事業者の社
内規則上要求されている
一切の手続を履践したこ
と

(3)本契約の締結及び本契約
に基づく義務の履行が事
業者に適用のある法令に
違反せず、事業者が当事
者であり、若しくは事業
者が拘束される契約その
他の合意に違反せず、又
は事業者に適用される判
決、決定若しくは命令の
条項に違反しないこと

(4)本契約は、その締結によ
り適法、有効かつ拘束力
ある事業者の債務を構成
し、本契約の規定に従い
強制執行可能な事業者の
債務が生じること

2 事業者は、本契約に基づく債
権債務が消滅するに至るま
で、

         事業者が県企業庁に対し
て有する債権又は金融機関に
対して有する預金債権を第三
者に譲渡し、又はこれに対し
て質権及び譲渡担保の設定そ
の他の処分をする場合には、
事業者が県企業庁に対して有
する債権については第51条
第1項及び第2項、金融機関
に対して有する預金債権につ
いては第51条第3項の規定に
従い事前に県企業庁の書面に
よる承諾を得ることを県企業を県企業を県企業を県企業
庁に対して誓約する。庁に対して誓約する。庁に対して誓約する。庁に対して誓約する。

（県企業庁による事実の表明・保証及び
誓約）

第64条 県企業庁は事業者に対して、
本契約締結日現在において次
の事実を表明し保証する。
(1)本契約の履行に必要な債
務負担行為が県議会にお
いて議決されていること

り、事業者が本契約を締
結し、履行することにつ
き法令上及び事業者の社
内規則上要求されている
一切の手続を履践したこ
と

(3)本契約の締結及び本契約
に基づく義務の履行が事
業者に適用のある法令に
違反せず、事業者が当事
者であり、若しくは事業
者が拘束される契約その
他の合意に違反せず、又
は事業者に適用される判
決、決定若しくは命令の
条項に違反しないこと

(4)本契約は、その締結によ
り適法、有効かつ拘束力
ある事業者の債務を構成
し、本契約の規定に従い
強制執行可能な事業者の
債務が生じること

2 事業者は、本契約に基づく債
権債務が消滅するに至るま
で、次の事項を県企業庁に対次の事項を県企業庁に対次の事項を県企業庁に対次の事項を県企業庁に対
して誓約する。して誓約する。して誓約する。して誓約する。
(1)(1)(1)(1)事業者が県企業庁に対し
て有する債権又は金融機
関に対して有する預金債
権を第三者に譲渡し、又
はこれに対して質権及び
譲渡担保の設定その他の
処分をする場合には、事
業者が県企業庁に対して
有する債権については第
51条第1項及び第2項、金
融機関に対して有する預
金債権については第51条
第3項の規定に従い事前
に県企業庁の書面による
承諾を得ること

（県企業庁による事実の表明・保証及び
誓約）

第64条 県企業庁は事業者に対して、
本契約締結日現在において次
の事実を表明し保証する。
(1)本契約の履行に必要な債
務負担行為が県議会にお
いて議決されていること

号を本文に溶け
込ませたことに
よる文言の整理
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(2)本契約は、適法、有効か
つ拘束力ある県企業庁の
債務を構成し、本契約の
規定に従い各事業年度内
の予算の範囲内で県企業
庁の債務を執行すること

2 県企業庁は、本契約に基づく
債権債務が消滅するに至るま
で、排水処理施設の運営に必
要な県企業庁の取得すべき許
認可を維持することを事業者
に対して誓約する。

第8章　保証

（保証）
第65条 事業者は、落札金額（本件工本件工本件工本件工

事費等相当額事費等相当額事費等相当額事費等相当額にその価格の
100分の5に相当する額を加
算した金額をいう。）の100
分の10に相当する金額以上
の契約保証金を本契約締結時
に納付する。ただし、事業者
は、契約保証金の納付に代え
て、契約保証金額に相当する
神奈川県債証券、国債証券、
政府保証のある債券、銀行が
振り出し若しくは支払保証し
た小切手の提供又は金融機関
（「出資の受け入れ、預り金
及び金利等の取締りに関する
法律」（昭和29年法律第195
号）第3条の規定する金融機
関をいう。）の保証を差し入
れることができる。

2 事業者が前項の契約保証金の
納付の免除を求める場合、県
企業庁は、①事業者にかかる
入札参加者がグループを結成
している場合の代表者及び事
業者の株主のうち県企業庁が
適当と認める者が保証を差しししし
入れること、又は、②事業者
が本契約より発生する一切の
債務について県企業庁が合理
的に満足する内容の履行保証
保険を付保すること、のいず
れかをもって事業者に前項の
契約保証金の納付の免除を認

(2)本契約は、適法、有効か
つ拘束力ある県企業庁の
債務を構成し、本契約の
規定に従い各事業年度内
の予算の範囲内で県企業
庁の債務を執行すること

2 県企業庁は、本契約に基づく
債権債務が消滅するに至るま
で、排水処理施設の運営に必
要な県企業庁の取得すべき許
認可を維持することを事業者
に対して誓約する。

第8章　保証

（保証）
第65条 事業者は、落札金額（入札価入札価入札価入札価

格格格格にその価格の100分の5に
相当する額を加算した金額を
いう。）の100分の10に相当
する金額以上の契約保証金を
本契約締結時に納付する。た
だし、事業者は、契約保証金
の納付に代えて、契約保証金
額に相当する神奈川県債証
券、国債証券、政府保証のあ
る債券、銀行が振り出し若し
くは支払保証した小切手の提
供又は金融機関（「出資の受
け入れ、預り金及び金利等の
取締りに関する法律」（昭和
29年法律第195号）第3条の
規定する金融機関をいう。）
の保証を差し入れることがで
きる。

2     事業者が前項の契約保証金の
納付の免除を求める場合、県
企業庁は、①事業者にかかる
入札参加者がグループを結成
している場合の代表者及び事
業者の株主のうち県企業庁が
適当と認める者が保証を差
入れること、又は、②事業者
が本契約より発生する一切の
債務について県企業庁が合理
的に満足する内容の履行保証
保険を付保すること、のいず
れかをもって事業者に前項の
契約保証金の納付の免除を認

県企業庁の取扱
いの変更に伴う
改正
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めることができる。①の場
合、事業者は、別紙別紙別紙別紙10101010のののの

                     様式に従い県企業庁の承
認する内容の保証契約の差し
入れを県企業庁に対して事前
に確認し、本契約時に保証人
をして当該保証契約を締結せ
しめるものとする。②の場
合、設計設計設計設計・建設期間中におい・建設期間中におい・建設期間中におい・建設期間中におい
てててて（維持管理（維持管理（維持管理（維持管理・運営期間中に・運営期間中に・運営期間中に・運営期間中に
おいては、履行保証保険を付おいては、履行保証保険を付おいては、履行保証保険を付おいては、履行保証保険を付
保する必要はないものとす保する必要はないものとす保する必要はないものとす保する必要はないものとす
る。）る。）る。）る。）本件工事費等相当額の
100分の10に相当する額を保
険金額とし、県企業庁を被保
険者とする履行保証保険をも
って、上記「県企業庁が合理
的に満足する内容の履行保証
保険」とする。

第9章　法令変更

（通知の付与）
第66条 事業者は、本契約の締結日以

降に法令が変更されたことに
より、新設施設が設計図書に
従い建設若しくは工事ができ
なくなった場合、又は排水処
理施設が本契約、業務要求水
準書、提案書及び維持管理･
運営仕様書で提示された条件
に従って維持管理若しくは運
営できなくなった場合、その
内容の詳細を記載した書面を
もって直ちに県企業庁に対し
て通知しなければならない。
この場合において、県企業庁
及び事業者は、当該通知以
降、本契約に基づく自己の義
務が適用法令に違反すること
となったときは、履行期日に
おける当該義務の履行義務を
免れるものとする。ただし、
県企業庁及び事業者は、法令
変更により相手方に発生する
損害を最小限にするよう努力
しなければならない。

（協議）

めることができる。前前前前①の場
合、事業者は、別紙別紙別紙別紙9999に記載に記載に記載に記載
するするするする様式に従い県企業庁の承
認する内容の保証契約の差し
入れを県企業庁に対して事前
に確認し、本契約時に保証人
をして当該保証契約を締結せ
しめるものとする。前前前前②の場
合、本件工事期間中本件工事期間中本件工事期間中本件工事期間中（本契約（本契約（本契約（本契約
締結日から本件引渡日までを締結日から本件引渡日までを締結日から本件引渡日までを締結日から本件引渡日までを
いう。いう。いう。いう。
設計設計設計設計・建設期間中・建設期間中・建設期間中・建設期間中においにおいにおいにおい
てててて、本件工事費等相当額の
100分の10に相当する額を保
険金額とし、県企業庁を被保
険者とする履行保証保険をも
って、上記「県企業庁が合理
的に満足する内容の履行保証
保険」とする。

第9章　法令変更

（通知の付与）
第66条 事業者は、本契約の締結日以

降に法令が変更されたことに
より、新設施設が設計図書に
従い建設若しくは工事ができ
なくなった場合、又は排水処
理施設が本契約、業務要求水
準書、提案書及び維持管理･
運営仕様書で提示された条件
に従って維持管理若しくは運
営できなくなった場合、その
内容の詳細を記載した書面を
もって直ちに県企業庁に対し
て通知しなければならない。
この場合において、県企業庁
及び事業者は、当該通知以
降、本契約に基づく自己の義
務が適用法令に違反すること
となったときは、履行期日に
おける当該義務の履行義務を
免れるものとする。ただし、
県企業庁及び事業者は、法令
変更により相手方に発生する
損害を最小限にするよう努力
しなければならない。

（協議）

誤植修正
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第67条　県企業庁が事業者から前条の通

知を受領した場合、県企業庁
及び事業者は、当該法令変更
に対応するために速やかに排
水処理施設の設計及び建設、
引渡日、本契約等の変更につ
いて協議するものとする。か
かる協議にもかかわらず、変
更された法令の公布日から
180日以内に本契約等の変更
について合意が成立しない場
合は、県企業庁が法令変更に
対する対応方法を事業者に対
して通知し、事業者はこれに
従い本件事業を継続するもの
とする。

第10章　不可抗力

（通知の付与）
第68条 県企業庁及び事業者は、不可

抗力により本契約に基づく義
務の履行ができなくなったと
きは、その内容の詳細を記載
した書面をもって直ちに相手
方に通知しなければならな
い。この場合において、通知
を行った者は、通知を発した
日以降、本契約に基づく履行
期日における履行義務を免れ
るものとする。ただし、各当
事者は、不可抗力により相手
方に発生する損害を最小限に
するよう努力しなければなら
ない。

（不可抗力への対応）
第69条 不可抗力により本契約の一部

若しくは全部が履行不能とな
った場合又は不可抗力により
排水処理施設への重大な損害
が発生した場合、事業者は、
当該不可抗力の影響を早期に
除去すべく、予め設定されて
いる対応手順に則り、早急に
対応措置をとるものとする。

（協議）
第70条 県企業庁が事業者から第68条

第67条　県企業庁が事業者から前条の通
知を受領した場合、県企業庁
及び事業者は、当該法令変更
に対応するために速やかに排
水処理施設の設計及び建設、
引渡日、本契約等の変更につ
いて協議するものとする。か
かる協議にもかかわらず、変
更された法令の公布日から
180日以内に本契約等の変更
について合意が成立しない場
合は、県企業庁が法令変更に
対する対応方法を事業者に対
して通知し、事業者はこれに
従い本件事業を継続するもの
とする。

第10章　不可抗力

（通知の付与）
第68条 県企業庁及び事業者は、不可

抗力により本契約に基づく義
務の履行ができなくなったと
きは、その内容の詳細を記載
した書面をもって直ちに相手
方に通知しなければならな
い。この場合において、通知
を行った者は、通知を発した
日以降、本契約に基づく履行
期日における履行義務を免れ
るものとする。ただし、各当
事者は、不可抗力により相手
方に発生する損害を最小限に
するよう努力しなければなら
ない。

（不可抗力への対応）
第69条 不可抗力により本契約の一部

若しくは全部が履行不能とな
った場合又は不可抗力により
排水処理施設への重大な損害
が発生した場合、事業者は、
当該不可抗力の影響を早期に
除去すべく、予め設定されて
いる対応手順に則り、早急に
対応措置をとるものとする。

（協議）
第70条 県企業庁が事業者から第68条
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の通知を受領した場合、県企
業庁及び事業者は、当該不可
抗力に対応するために速やか
に排水処理施設の設計及び建
設、引渡日、維持管理維持管理維持管理維持管理・運営・運営・運営・運営
期間、期間、期間、期間、本契約等の変更につい
て協議するものとする。かか
る協議にもかかわらず、不可
抗力が発生した日から180日
以内に本契約等の変更につい
て合意が成立しない場合は、
県企業庁が不可抗力に対する
対応方法を事業者に対して通
知し、事業者はこれに従い本
件事業を継続するものとす
る。

第11章　その他

（公租公課の負担）
第71条 本契約及びこれに基づき締結

される合意に関連して生じる
租税は、すべて事業者の負担
とする。県企業庁は、事業者
に対してサービスの対価（及
びこれに対する消費税相当額
（消費税（「消費税法」（昭和
63年法律第108号）に定める
税をいう。）及び地方消費税
（「地方税法」（昭和25年法
律第226号）第２章第３節に
定める税をいう。）相当額を
いう。）を支払うほか、本契
約に関連するすべての租税に
ついて本契約に別段の定めあ
る場合を除き負担しないもの
とする。

(契約上の地位の譲渡)
第72条 事業者は、県企業庁の事前の

承認なしに、本契約上の地位
及び権利義務を第三者に対し
て譲渡、担保提供その他の処
分をしてはならない｡

(第三者割り当て)
第73条 事業者は、事業者の株主又は

出資者（匿名組合出資及び優
先出資をした者を含む。）以
外の第三者に対し新株を割り

の通知を受領した場合、県企
業庁及び事業者は、当該不可
抗力に対応するために速やか
に排水処理施設の設計及び建
設 、 引 渡 日 、
本契約等の変更について協議
するものとする。かかる協議
にもかかわらず、不可抗力が
発生した日から180日以内に
本契約等の変更について合意
が成立しない場合は、県企業
庁が不可抗力に対する対応方
法を事業者に対して通知し、
事業者はこれに従い本件事業
を継続するものとする。

第11章　その他

（公租公課の負担）
第71条 本契約及びこれに基づき締結

される合意に関連して生じる
租税は、すべて事業者の負担
とする。県企業庁は、事業者
に対してサービスの対価（及
びこれに対する消費税相当額
（消費税（「消費税法」（昭和
63年法律第108号）に定める
税をいう。）及び地方消費税
（「地方税法」（昭和25年法
律第226号）第２章第３節に
定める税をいう。）相当額を
いう。）を支払うほか、本契
約に関連するすべての租税に
ついて本契約に別段の定めあ
る場合を除き負担しないもの
とする。

(契約上の地位の譲渡)
第72条 事業者は、県企業庁の事前の

承認なしに、本契約上の地位
及び権利義務を第三者に対し
て譲渡、担保提供その他の処
分をしてはならない｡

(第三者割り当て)
第73条 事業者は、事業者の株主又は

出資者（匿名組合出資及び優
先出資をした者を含む。）以
外の第三者に対し新株を割り

協議項目の明確
化
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当てるときは、事前に県企業
庁の承諾を得るものとし、ま
た、かかる場合、事業者は、
新株の割当てを受ける者をし
て、県企業庁に対して、速や
かに別紙10の様式及び内容
の誓約書を提出させるものと
する。

2 事業者は、契約期間の終了に
至るまで、応募株主が事業者
の発行済み株式総数の過半数
を保持するよう新株の発行を
行うものとする。

(財務書類の提出)
第74条 事業者は、契約期間の終了に

至るまで、事業年度の最終日
より3ヶ月以内に、商法上の
大会社に準じた公認会計士の
監査済財務書類（商法

                                                                                    第 281 条
による貸借対照表、損益計算
書、営業報告書、利益の処分
又は損失の処理に関する議案
及びその附属明細書をい
う。）及び年間業務報告書を
県企業庁に提出し、かつ、関
係者協議会において県企業庁
に対して監査報告及び年間業
務報告を行うものとする｡な
お、県企業庁は当該監査済財
務書類及び年間業務報告書を
公開することができる｡

(秘密保持)
第75条 県企業庁及び事業者は、互い

に相手方の秘密を相手方又は
相手方の代理人若しくはコン
サルタント以外の第三者に漏
らし、又は本契約の履行以外
の目的に使用してはならな
い。ただし、県企業庁又は事
業者が法令等に基づき開示す
る場合はこの限りではない。

第12章　雑則

(請求、通知等の様式その他)
第76条 本契約並びにこれに基づき締

当てるときは、事前に県企業
庁の承諾を得るものとし、ま
た、かかる場合、事業者は、
新株の割当てを受ける者をし
て、県企業庁に対して、速や
かに別紙10の様式及び内容
の誓約書を提出させるものと
する。

2 業者業者業者業者は、契約期間の終了に至
るまで、応募株主が事業者の
発行済み株式総数の過半数を
保持するよう新株の発行を行
うものとする。

(財務書類の提出)
第74条 事業者は、契約期間の終了に

至るまで、事業年度の最終日
より3ヶ月以内に、商法上の
大会社に準じた公認会計士の
監査済財務書類（商法（明治（明治（明治（明治
32323232年法律第年法律第年法律第年法律第48484848号）号）号）号）第281条に
よる貸借対照表、損益計算
書、営業報告書、利益の処分
又は損失の処理に関する議案
及びその附属明細書をい
う。）及び年間業務報告書を
県企業庁に提出し、かつ、関
係者協議会において県企業庁
に対して監査報告及び年間業
務報告を行うものとする｡な
お、県企業庁は当該監査済財
務書類及び年間業務報告書を
公開することができる｡

(秘密保持)
第75条 県企業庁及び事業者は、互い

に相手方の秘密を相手方又は
相手方の代理人若しくはコン
サルタント以外の第三者に漏
らし、又は本契約の履行以外
の目的に使用してはならな
い。ただし、県企業庁又は事
業者が法令等に基づき開示す
る場合はこの限りではない。

第12章　雑則

(請求、通知等の様式その他)
第76条 本契約並びにこれに基づき締

誤植修正

文言の整理
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
結される一切の合意に定める
請求、通知、報告、回答、申
出、承諾、契約終了通知及び
解約は、書面により行わなけ
ればならない。

2 本契約の履行に関して県企業
庁と事業者の間で用いる計量
単位は、設計図書に特別の定
めがある場合を除き、「計量
法」（平成4年法律第51号）
に定めるものとする。

3 契約期間の定めについては、
「民法」（明治29年法律第89
号）及び商法の定めるところ
によるものとする。

4 本契約の履行に関して用いる
時刻は日本標準時とする。

(準拠法)
第77条 本契約は、日本国の法令に準

拠するものとし、日本国の法
令に従って解釈する。

(管轄裁判所)
第78条 本契約に関する紛争について

は、横浜地方裁判所を第一審
の専属管轄裁判所とする。

附　　則

（出資者の誓約）
第1条 事業者の株主又は出資者（匿

名組合出資及び優先出資をし
た者を含む。以下「出資者」
という。）による、事業者の
株式又は出資（匿名組合出資
にかかる利益配分権及び出資
金返還請求権を含む｡）の全
部若しくは一部の第三者に対
する譲渡は、事前に書面によ
り県企業庁の承諾を得た場合
に限り、事業者の株式又は出
資の全部若しくは一部を第三
者に対して譲渡、担保設定そ
の他の処分をすることができ
るものとする。

2 前項の取扱いは、出資者間に
おいて事業者の株式又は出資
の全部若しくは一部を譲渡し

結される一切の合意に定める
請求、通知、報告、回答、申
出、承諾、契約終了通知及び
解約は、書面により行わなけ
ればならない。

2 本契約の履行に関して県企業
庁と事業者の間で用いる計量
単位は、設計図書に特別の定
めがある場合を除き、「計量
法」（平成4年法律第51号）
に定めるものとする。

3 契約期間の定めについては、
「民法」（明治29年法律第89
号）及び「商法」の定めると
ころによるものとする。

4 本契約の履行に関して用いる
時刻は日本標準時とする。

(準拠法)
第77条 本契約は、日本国の法令に準

拠するものとし、日本国の法
令に従って解釈する。

(管轄裁判所)
第78条 本契約に関する紛争について

は、横浜地方裁判所を第一審
の専属管轄裁判所とする。

附　　則

（出資者の誓約）
第1条 事業者の株主又は出資者（匿

名組合出資及び優先出資をし
た者を含む。以下「出資者」
という。）による、事業者の
株式又は出資（匿名組合出資
にかかる利益配分権及び出資
金返還請求権を含む｡）の全
部若しくは一部の第三者に対
する譲渡は、事前に書面によ
り県企業庁の承諾を得た場合
に限り、事業者の株式又は出
資の全部若しくは一部を第三
者に対して譲渡、担保設定そ
の他の処分をすることができ
るものとする。

2 前項の取扱いは、出資者間に
おいて事業者の株式又は出資
の全部若しくは一部を譲渡し
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改正案  <特定事業契約書（案）> 現  行  <特定事業契約書（素案）> 備   考
ようとする場合についても同
様とする。

3 出資者は、本契約の締結にあ
たり、別紙9に定める様式に
よる出資者誓約書を県企業庁
に対して提出するものとす
る。

(融資団との協議)
第2条 県企業庁は、本件事業に関し

て事業者に融資する融資団と
協議する。かかる協議におい
ては大要以下の事項を定め
る。

  (1)県企業庁が本契約に関し、
事業者に損害賠償を請求
し、また契約を終了させ
る際の融資団への事前通
知及び協議に関する事
項。

(2)事業者の株式を株主から
譲渡させるに際しての事
前協議に関する事項。

(3)融資団が事業者への融資
契約を解約、又は事業者
より担保提供を受けた権
利を実行する際の県企業
庁への事前協議及び通知
に関する事項。

ようとする場合についても同
様とする。

3 出資者は、本契約の締結にあ
たり、別紙10に定める様式
による出資者誓約書を県企業
庁に対して提出するものとす
る。

(融資団との協議)
第2条 県企業庁は、本件事業に関し

て事業者に融資する融資団と
協議する。かかる協議におい
ては大要以下の事項を定め
る。

  (1)県企業庁が本契約に関し、
事業者に損害賠償を請求
し、また契約を終了させ
る際の融資団への事前通
知及び協議に関する事
項。

(2)事業者の株式を株主から
譲渡させるに際しての事
前協議に関する事項。

(3)融資団が事業者への融資
契約を解約、又は事業者
より担保提供を受けた権
利を実行する際の県企業
庁への事前協議及び通知
に関する事項。


